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1 昭和 60年 12月 16日(月曜日)午前 10時

1 館山市役所議場

1 出席議員 2 7名

1番 神田 守隆 2番 田沢 勝信

3番 山中金治郎 4番 小宮 利夫

5番 横溝 功 6番 生 稲 陸

7番 榎本 春光 8番 日下 君敏

9番 福原 勤 1 0番 JlI名 正二

1 1番 飯田 義男 1 2番 石井 謀

1 3番 石井 昌治 1 4番 伊藤幸末郎

1 5番 渡辺 昭夫 1 6番 松下 E己

1 7番 近藤 好雄 1 9番 黒川 平曲

2 0番 石井 武敏 2 1番 吉田勇治郎

2 2番 林 豊 2 3番 伊賀 多朗

2 4番 流山源次郎 2 5番五十嵐 昇

2 6番 石井 正 2 1番 安西 益男

2 8番 安海 徳蝦

1 欠席議員 なし

1 出席説明員

市 長 半揮 良一 助 役 小倉 澄男

収 入 役 山田 俊康 市長公室長 斉藤 武男

総務 部長 川畑喜代志 民生 部長 鈴木 力

経済 部長 吉岡 政雄 水道 課長 石井 敏夫

教育 委 員 会 高 橋
委員長 弘之 教育委員会福原

教育長 修

1 出席事務局職員

第 1号lζ同じ

1 議事日程(第 2号)

昭和 60年 12月 16日午前 10時開議

日程第 1 行政一般通告質問

開 議 午前 10時 o2分
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0議長(流山源次郎君) 本日の出席議員数 26名、乙れより第 4岡市

議会定例会第 2日目の会議を聞きます。

本日の議事はお手元lと配付の日程表lとより行います。

行政一般通告質問

。議長(流山源次郎君) 日程第 1、乙れより通告による行政一般質問

を行います。

締め切り日の 12月 11日正午までに提出のありました議員、要旨及

びその順序はお手元に配付のとおりであります。

乙れより順次質問を行います。

乙の際、申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他lと関連

質問等の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。

発言の方法は、最初の発言を 20分以内とし、執行当局の答弁は時間

外、再質問は答弁を含めて 30分以内といたします。

乙れより順次発言を願います。

1番議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1番議員神田守隆君登壇}

01番(神田守隆君) すでに通告をいたしました 3点にわたって御質

問をいたします。

第 1点は、小中学校の体罰、いじめ問題についてであります。

「学校なんて大きらい、みんなの命を削るから。先生はもっと嫌い、

弱った心を鰭みつけるから。 J乙れはいじめに耐えかねてみずから死を

選んだ子供の書き残したものであります。生きる喜びと命の尊さとを教

えるはずの学校が命を削るなどと全く信じられない乙とであります。小、

中学校におけるいじめや体罰は自殺者が相次ぐなど深刻な社会問題とな

っています。昨日の新聞報道では木更津の巌根中学でバイクを乗り回し

た中学生 2人が死亡しておりますし、その前の自には富津申学の中学生

が首つり自殺をしているといいます。

文部省は、今月の 10日、 11日といじめをテーマに生徒指導会議を

開きました。また、 8自には法務省は先生による体罰でその 7割が何ら

かの障害を負っているとの調査結果を発表しました。乙れらの実態は全
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く背筋の寒くなる思いであります。今、教育の現場はどうなっているん

だと思わずにはいられません。

私は、いじめや体罰のない学校lとするために次の 6点にわたっての取

り組みが必要ではないかと考えます。

第 1点は、一人一人の子供に行き届いた指導をし、落ち乙ぼしをつく

らない最善の努力をするととであります。 4 0入学級の実施は財政上の

理由で実施を遅らせる態度は許されません。

第 2点は、学校内外の行事を徹底的lと精選し、先生と子供たちが一緒

lと遊ぶなど接触する時間をふやす乙とであります。

第 S点は、校則などを見直し、過度な管理を排し、子供たちの自主性

を育てる乙とであります。特lζ 、児童会や生徒会などの組織と軍曹を民

主的に見直す乙とであります。

第 4点は、職員会議が児童、生徒の行動やそれに対する先生方の対応

のあり方などが論議される場とし、先生方が一致団結して問題に取り組

めるようにする乙とであります。

第 5点は、父母との連携を強め、学校の問題がすべての父母の問題と

して、地域の問題として総合的に解決が闇れるように努める乙とであり

ます。

第 6点は、先生による児童、生徒への精神的、肉体的体罰は決して行

わず、子供が自由に鞠が言える雰囲気をつくる乙とであります。特tζ 、

弱い子など、いじめの対象になりやすい子供に対しては声をかけ、相裁

を受けやすい状況をつくるよう努める乙とであります。

以上、 6点にわたって申し上げましたが、いじめ、体調の克服が真剣

に求められています。教育長はいじめや体罰問題についてどのようにお

考えでありますか、その所見をお聞かせください。また、館山市の実態

についてどのように把握されているのか、あわせてお聞かせを願いたい

と思います。

次lζ 、第 2点、新年度の予算編成方針に関連しての質問でございます。

現在、昭和 61年度予算編成作業が進められています。新年度予算編

成にあたり市民への負担増はするべきではありません。国民健康保険税

など市予算にかかわる各種公共斜金の値上げは避けるべきであると思う
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わけでありますが、どのようにお考えでありますか。

次lと、新年度の重点施策としてどのようなものをお考えですか、簡明

lとお答えを願いたいと思います。

さらに、昭和 60年度限りという乙とで実施された各種国庫負担金の

負担率削減が元に戻されるど乙ろか高率補助金の見直しなどとして削減

率を大堀にふやし、制度そのものの改悪に進もうとしています。市長は

乙うした動向lζ対し毅然と反対すべきと思うわけでありますが、どのよ

うにお考えでありますか。

次lζ 、第 3点、給食搬送委託についてであります。館山市、富浦町、

三芳村学校給食組合が市内小、中学生の子供たちに給食を実施しており

ますが、乙の給食の搬送委託についてお尋ねをいたします。

昭和 59年度の決算の数字で見ますと、給食の搬送委託料は 2277 

万円、学校給食は年間 189回、搬送車は 6台でありますので、 1台当

たり 1日記っき約 2万円を搬送委託桝として支払っている乙とになりま

す。乙のうち、運転手の人件費相当額は 1日当たり 1万 60 0 0円を超

えているわけであります。乙れに対して、例えば畑地区の児童、生徒送

迎マイクロ運転手は朝 17 0 0円、夕方 28 0 0円、あるいは同じく運

転業務という乙とで入浴車の臨時職員の運転の日額は 4800円、ごみ

の収集を行う運転手lζ関しては日額 5300円であります。搬送委託料

の人件費は乙れらは比べて 3倍以上するわけでありますが、高いとは恩

わないかお聞かせを願いたいと思うわけであります。

また、搬送業務の委託を直営で行う乙とについてどのようにお考えで

ありますか、お聞かせを願いたいと思います。

以上、 3点にわたって御質問申し上げましたが、御答弁lとよりまして

再質問をさせていただきます。

(市長半揮良一君登壇)

。市長(半海良一君) 神田議員の御質問にお答えをいたします。

第 1点と第 3点は教育長より御答弁をいたします。

第 2点、新年度予算編成方針についてでございますが、その小さな第

1点は、公共料金の値上げは避けるべきと思うがどうかという御質問で

ございますが、公共桝金につきましては、市議会を初め住民の御理解、
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御協力を得ながら住民負担の公平lと配慮しその適正化を図ってきたと乙

ろでございますが、今後とも財政事情と園、県等で示す基準等を勘案し、

受益者負担の原則lζ基づいて対処してまいります。

国民健康保険につきましては、国は昨年 10月退職者医療制度を発足

し、国民健康保険への補助率を削減いたしましたが、退職者医療制度へ

の加入者が当初見込みより少なく、市町村は 20 8 0億円の財政負担を

余儀なくされました。全国市長会を初めとする各団体の強い要望はより、

3分の 2相当の 1361億円が追加補正されることになりました。

一方、当市における本年度の上半期の医療費は、前年度と比較します

と12. 4 %の伸びを示しており、今後とも医療費の増高は避けられな

いものと考えております。したがいまして、新年度の予算編成にあたり

ましては下半期の医療費の動向、園、県の国民健康保険事業に対する財

政措置、市税の伸びの状況等を十分精査検討の上、対処してまいりたい

と考えております。

次lζ 、小さな第 2点、新年度重点施策は何かという御質問でございま

すが、来年度の重点施策については、御承知のように現在予算編成作業

中でございます。園、地方をあげて行財政改革を進めている申で国庫負

担金等の補助負担率の動向等、不透明な要素もあり厳しい財政状況下lと

はございますが、従来から進めてまいりました生活環境整備、健康福祉

の充実、教育文化の振興、産業振興対策を総合的、計画的に推進してま

いりたいと考えております。

重点的な施策の方向といたしましては、地域産業の活性化等地域振興

対策や生きがい等高齢者総合対策、文化行政の推進を図りながら、館山

駅周辺の市街地整備事業、国道 121号内房縦貫道路や都市計画街路等

の道路交通網の整備促進、大規模地震対策としての防災行政無線設置に

よる通信ネットワークの確立、河川、海域等の浄化対策、城山公園、運

動公園等文化的なスポーツレクリェーション公園の整備、乙れらを積極

的に進めてまいりたいと考えております。

次lζ 、国庫負担金等の国の負担率削減に反対すべきと思うがという御

質問でございますが、 9月議会でも御答弁申し上げましたけれども、昭

和 60年度において実施されました国庫負担率の引き下げについては、
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全国市長会の名において 60年度限りの暫定措置として強く厳守を決議

し、国iと要望してまいりました。

しかしながら、 61年度はさらに厳しい国庫負担金の削減が予想きれ

ます。私は、国庫負担金の整備合理化は国、地方を通じた行政の簡素効

率化と地方公共団体の自主性、自律性の尊重の観点から行われる必要が

あり、固と地方の機能分担のあり方を見直す乙となしに負担率を一方的

に削減する乙とは固から地方への単なる負担の転嫁となるものでありま

して、決して行うべきものでないと考えております。今後とも全国市長

会を通じまして負担率の復元に努力をしてまいります。

以上、答弁を終わります。

{教育長福原修君登壇)

。教育長{福原 修君) 御質問lとお答えいたします。

体罰、いじめもいずれも平和なる学園児あってはならない乙とである

と私は考えております。

体罰はっきましては、学校教育法第 11条lとよれば、児童生徒に懲戒

を加える乙とはできるが、体罰は正当な懲戒権の行使とは認められない

と体罰の禁止が明白であります。校長会、教頭会、生徒主任会等通じま

して、各学校職員会議などに体罰禁止の徹底を図るよう現在指導をして

おります。学園は平和でなくてはならない、暴力とそれからの恐怖はす

べて追放しなくてはならない、乙のような信念を私は教育長就任以来今

も変わらず折にふれて唱えているととろであります。

いじめの実態につきましては、 10月 31日現在の今年度のアンケー

ト調査の結果を見ますと、その発生件数は小学校 53件、中学校 41件

で、男女別!と見ると、小学校男 18件、女 35件、中学校男 16件、女

2 5件と女子の件数が男子の約 2倍の数字を示しております。さらに、

いじめの内容については、冷やかし、からかい 28件、仲間外れ 24件、

暴力をふるう 22件、言葉でのおどし 22件、集団による無視 14件、

持ち物を隠す 9件等となっております。

乙れらのいじめによる登校拒否や長期欠席する等の陰湿な問題は現在

のと乙ろ特に報告されておりません。また、苦情や悩み問題lζ対応する

ため現在、申央公民館で家庭教育指導員、あるいは社会教育指導員によ
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るテレフォンサーピスを開設しております。

今後、乙のようないじめにつきましては、学校全体の生徒指導の一環

としていじめ対策会議の開催、いじめの実態を把握するとともに、関係

諸機関と連携をとり、具体的取り組みについて対処すべく努力する所存

でございます。

次lζ 、第 3の給食撮送の問題でございます。

給食搬送委託料は高過ぎるんじゃないかとの御質問でございますが、

給食搬送委託料は館山市、富浦町及び三芳村学校給食組合で契約をいた

しております。給食搬送は給食を所定の時間内に衛生的で安全、確実な

機送が要求されます。乙れらの条件を満たすには優秀なる運転手の常時

配置と自動車の運行に支障のない整備、安全管理が必要であると寄じて

おります。また、万一の車両事故に対して責任をもって解決する乙とが

できる等、総合的な判断に基づいて契約内容を精査いたしましたので、

委託棋は妥当な金額である、乙のように考えております。

なお、今後とも契約にあたりましては、内容を十分検討して進めてま

いりたいと存じております。

2の直営lとする考えはないかとの御質問でございますが、直営の場合

は自動車の故障、略員の管理、勤務状況等考えますと、予備の自動車、

予備の運転手が必要でございます。また、自動車を保管する土地、建物

も必要となってまいりますので、乙れらを総合いたしますと直営は困難

ではないか、乙のように考えておるわけでございます。

以上をもって答弁といたします。

01番(神田守隆君) 小、申学校の体罰やいじめ問題についてという

乙とで、現在館山市の申ではいじめそのものの状況、御説明があったわ

けでありますが、ぞれが長欠だとか、登校拒否だとか、そういう形には

現在結びついていないという、乙ういうようなお話で、それはそれとし

て安心もするわけでありますが、しかし同時に、最近のいじめというの

は大変陰湿ないじめがふえているというのがどとでもいわれている乙と

で、いざそういう事件一一一子供が自殺したというような乙とが起きても

後からまさかというような話が非常にあるわけで、いじめという乙とで

アンケートなんかをとりましでも、アンケート lと答えて一一一いじめられ
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ているかという乙とではいじめはないというふうに答えている子供が自

殺するなんでいう例までもあるわけで、そういう点では大変実態の把握

というのが難かしいといいますか、大変困難性をもっているというふう

に思うわけです。

大変、あまりにもどこでも乙ういう問題が出てくるものですから、非

常にやはり教育の現場での実態の把握というのが大変大事だというふう

に思うわけです。アンケートによる実態調査をなさっているようであり

ますが、テレフォンサーピスというようなことでもそれぞれ子供から相

談の窓口になるというような乙とで、!結構大事な乙とだろうと思うんで

すが、実際は相談の窓口一一どれくらい現在きて、どういうような相談

がきているのか、そういった点についての把握はございますか。

。教育長(福原 修君) 中央公民館で行っていますテレフォンサーピ

スは、 7月から始めておりますが、広報を使いましてこのようなサーピ

スがございますよという連絡はしておりますけれども、まだ PRが不足

でございますから、利用度は少のうございまして、現在まで約 11件あ

りました。それが、しかもいじめだけの問題ではございませんで、やは

り異性との交際の問題とか、あるいは部活動と成績の問題とか等ござい

ます。いじめの問題につきましては 2件ほどあったに聞いております。

以上でございます。

01番(神田守隆君) まだまだ件数があまりないようでありますけれ

ども、その乙とは何もそういう問題がないということではなくて、やは

り乙うしたテレフォンサーピスゃなんかが十分周知していないという問

題がまだあろうかと思うんですね。 7月から始めたという乙とで、白色

浅いという乙ともありましょうけれども、やはり学授を通して子供たち

に、あるいは父母にも乙うした電話相談の窓口についての周知を園った

りする乙とが大事なんじゃないかというふうに思うわけです。

体罰の問題なんですが、教育長は、体罰については学校の中にそうし

た恐怖に基づく教育というものはあり得ないんだというような乙とを強

調されて大変結構な乙とだと思うんですが、実際にそうした趣旨という

のが徹底しておるのかどうかという点で、子供たちの中で体罰の話なん

でいうのは乙れまでないのかどうか、その辺いかがですか。
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0教育長(福原 修君} 体罰につきましては、法律で禁止されており

ますので、体罰があってはいけない乙とでございます。そのために私も

今年の 1月の一一一当時は教育放送センターと称しておったんですが、放

送センターだよりで体罰があってはいけない、体罰をするということは

教師の敗北である、あくまでも生徒の指導は粘り強く説得をもって、相

手が納得するように指導しなければならない、乙のように絶えず訴えて

おります。また、毎月行われます小、申学校長会金通じまして、乙の問

題につきましでも時々触れております。

乙の 12月初旬lζ行われました小、中校長会でも特にまた発言をいた

しまして一一一大体いじめのような問題につきましでも、いじめというの

はなかなかわからない、わからない乙とをわからないなりにやるのが一

一教員はわからないようにやるのがいじめなんでございますので、そう

いうような表情を見て、教師の方から積極的lζ生徒lζ関与いたして、

「今日はお前おかしいじゃないかJというような立場で、そして教師の

方からいじめを発見するように、努力するように伝えております。

それから、体調についてどうかというような乙とでございましたけれ

ども、現在のと乙ろ私たちの方に報告がありまして、また調査に関与い

たしましたのは 1件ございます。

以上でございます 0

o 1番(神田守隆君) 1件という乙とでありますから一一実際には体

罰の問題というのは先生が行うものですから、なかなか実態がまた把握

できないという問題があるんですが、私の手元にある調査なんかですと、

大体、生徒にアンケートをとったと乙ろ、 75%が体罰を受けた乙とが

あるという乙とが一一乙れは館山市の調査じゃありませんから一一一出て

いるわけで、非常に一般的に行われているという乙とでびっくりするわ

けなんです。乙うした体罰の問題については、そうした乙とが教育上大

変大きな問題があることだという乙とで、その禁止の徹底というものを

今後一層図っていただきたいという乙とを要望しておきたいと思います。

次l己、第 2点の新年度予算編成方針についてでありますが、市長さん

のお話ですと、今、市民の暮らし向きから見ますと大変苦しい状況とい

いますか、ど乙へ行っても一一一特に国民健康保険税については話を聞い
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てくれという乙とで大分あち乙ちで言われるわけで、大変今、重税惑と

いうのが非常に大きく市民の申にのしかかってきているというのが、私

も率直lζ感じているわけですが、それだけに予算編成の上で国民健康保

険税などの公共料金の値上げという問題は市民が一番関心を持っている

と乙ろなんです。しかし、先ほどのお話ですと、国保税なんかでははっ

きり値上げという乙とはおっしゃられませんけれども、状況の御説明で

は大変厳しい話だと、乙ういうような内容ですし、大変残念な乙とだと

思うんです。

ちょっと灰関すると乙ろでは、鴨川市などではごみの手数料を全廃す

るというようなお話も出ているわけなんですね。鴨川市など大変財政状

況厳しいと乙ろだろうと思うんですが、そういうと乙ろでもそういうよ

うな施策をやるわけですから、住民の負担をふやさない、乙ういうよう

な姿勢を何としても出していただけないんだろうか、その辺再度市長さ

んのお考えを一一一大変離しい事情わかりますけれども、そういう申で何

とかならぬのかという点お間かせ顕いたいと思うんです。

それから、重点施策についても内容大体分かりました。

それから、国庫負担金問題についても、さらに全国市長会等通じてき

ちんと国に対する働きかけを一一今、国の予算でも正念場を迎えてきま

すから、そうした運動をさらに強めていかなきゃならぬのじゃないかな

と思いますので、ぜひお力をさらに発揮していただきたいと思います。

その 1点お願いしたい。

。市長(半海良一君) 公共料金、その他公の負担を極力増にならない

ようにしたい、それは私も常に考えていると乙ろでございますが、やは

り負担の公平といった問題もございますし、苦しいときにはみんなが同

じ苦しみを分かち合うという、そういう精神もまた必要ではないかと思

うわけでございまして、そういう意味で諸般のいろいろな受益者負担の

公平一一それから特に健康保険税はっきましては、相当の高額である乙

とは十分寄むておりますけれども、やはり、医療費が 12 • 4 %でござ

いますが、年々増をしているという現実もありますので、そういう諸事

情を勘案して今後予算編属の上で考えていきたいと考えております。

01番{神田守隆君) 3月の予算のときには具体的内容出てくると思
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いますので、またそうした市長の努力がどういう形で出てくるのか、ぜ

ひ住民の負担の軽減という乙とで今後の予算編成を考えていただきたい

という乙とを強調しておきたいと思います。

最後の、学校給食の委託の問題でありますが、給食搬送の委託で妥当

であるというんですが、教育長さん、どうしても理解できないんですね、

乙の妥当だという乙とが。

率直の話、 2277万という年聞の給食の委託斜、乙の委託契約の基

礎になっている各種人件費だとか、あるいは運行費だとか、それぞれの

数字もいただいておりますが、例えば人件費ですと、 18 6 8万 400

0円相当だという、乙れが 6台の人件費で、そうすると学校給食 1日当

たり一---i手間 189固というふうに伺っておりますので、乙れで割りか

えしていきますと 1台 1日の人件費で 1万 64 7 6円という数字が出る

わけです。大体 1万 6000円だという乙とで、大変高いんではないか。

何で高いかというと、Jt較すれば非常に歴然としているわげです。例

えば、先ほどもお話ししましたけれども、教育長さんよく御寄じだと思

うんですが、畑地区の学校の生徒の送迎マイクロパスの運転手が朝が 1

700円ですか、それから夕方が 28 0 0円、乙れは子供たちの送り迎

えです。子供たちの送り迎えで一一乙れもやはり大変優秀な運転手でな

ければなりませんし、安全管理という点では人命を預かるわけですから、

さらに重要な安全管理行われなければいけませんでしょうし、そういう

ような趣旨からいっても、学校給食は優秀な運転手でなくていいとかと

いう意味でなくて、そういうものと比較した場合、大変やはり高いんで

はないですか、率直の話。

0教育長(福原 修君) お答えいたします。

搬送の人件費につきましては、実は月給計算をいたしておりまして、

その月給をみますと、本俸は 17万 67 8 0円でございます。したがい

まして、乙れは運行をお願いしております会社の方の全体のいろいろな

バランスとの関係もありますし、われわれもいろいろと折衝するわけで

すが、 17万という給斜はやはり成人の方でございますし、しかも勤務

が非常に難しいんでございます。各学校は狭いと乙ろに給食の入り口が

ございまして、あの大きな給食の車を運行するには特殊な技術を持つよ
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うな運転手でないとなかなか持っていけないような状況なんでございま

す。したがいまして、非常にすばらしい運転手さんがついていらっしゃ

る。しかも、また車等の管理等もございますし、世の申一般から見てど

うなんでしょうか、 17万 60 0 0円という本俸は果たして高過ぎるか

どうかと言われますと、責任ある立場になりますと、高過ぎるとは簡単

に一言では言えないというのが実は現状なんでございます。若干の手当

等もございますけれども、普通社会常識からいって乙の本俸は私は妥当

じゃないかなと、乙う考えておるわけなんでございますが…・・。

以上でございます。

01番{神田守陸君) 月給で 17万 60 0 0円という乙とでは、私も

決して高いとは思いません。ぞれはそのとおりだと思うんですね。しか

し、現実に乙の月給 17万 60 0 0円相当という乙とで、委託料という

ことで払っているわけですけれども、現実に運転手きんもらっているか

どうかという乙とは別の問題ですから、その辺については教育長掌握さ

れてますか。

。教育長(福原 修君) お答えいたします。

企業内部の方に立ち入っておりますので、もらっているかどうかにな

りますと、私は把握しておりません。

o 1番(神田守隆君} 乙の給食の搬送というのは、大体 10時半から

1 1時半ごろの聞に届ける、また回収は 1時 15分から 2時半ぐらいで

すか、その間に回収をする、極めて限定的lと、時間が限られているその

期間の運転という乙とですから、 1日フル!と運転をするという業務とは

違うわけですね、もともと。極めて時間も限定されているわけですから。

ですから、その方々の月給全部を補償するというのもまたちょっとおか

しいんじゃないかというふうに思うんです。その月給のうちの例えば半

分だとか、大体時間からどのくらいというような考え方をするんならば

わかるんですが、そういう点かちするとどうも乙の 17万 60 0 0円と

いうのは納得がいかないわけです。

しかも、教育長さんはそういうふうに言っていながら、実際lζ幾ら払

われているかについては内部の問題だから御存じない、乙ういう乙とで

すね。私は、そういう乙とでしたら、例えば、市の方で直接乙の運転手
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を雇われたらー~哲えば、直営という乙とで、鴨川なんかの例ですと、

4台のうち 3台までは職員が直接行っているし、 1台については臨時の

略員を雇って給食搬送だけやってもらっているというふうに伺っている

わけですが、乙の 6台のうち実際は市が、限られた時間帯の勤務ですか

ら、仕事ですから一一朝えば実際にやってるわけですね、畑地区の児童、

生徒のマイクロパスの運転手というような乙とで、乙れと同じような方

式でやることはできないんですか。

0教育長(福原 修君) 限られた時間じゃないかという御指摘でござ

いますが、実際は出勤も非常に早〈来ていらっしゃいますし、 9時半か

ら10時ごろにかけてお見えになるわけでございます。そして、昼の聞

だけじゃないかとおっしゃいますけれども、また帰ってまいりまして、

いろいろな準備、手記、その他やりますと、会社の方にお帰りになるの

が 3時半から 4時ごろである、そうしますと、実際問題として正規の勤

事時聞から言いますと、朝の 9時から 5時までぐらいがまあ常識とすれ

ば、若干時間は短うございますが、その時聞にまいりますと、余分な時

聞は活動できないという、 1日ほとんど給食の関係に拘束されるという

のが実惑なんでございます。

それから、臨時にしたらどうか、あるいは専任にしたらどうかという

乙とにつきましては、乙の問題はっきましては私の方でそうしますとい

うふうに答えるべき問題でありませんが、いろいろと研究だけはいたし

たい、乙う考えております。

以上です。

。 01番(神田守隆君) 研究なされるという乙とですから、ひとつ十分

研究をしてもらいたいんですね。

逆lζ 、例えば、畑地区の生徒の送迎マイクロ運転手、朝 1700円、

夕方 28 0 0円という乙とでやっているようですが、乙の方々について

も関連してお聞かせ願いたいんですが、乙うした車の維持、管理だとか、

いろいろと仕事もあろうかと思うんですが、乙ういう点ではどのように

されていますか、乙の運転lζ携わっている方々がやっているんではない

かと思うんですが……。

。教育長(福原 修君) 職員の勤務の対応はっきましては、教育委員
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雪.-

会直接実は関与いたしておりません。市長部局の方の人事の方で担当い

たしておりますので、その動静といいますか、についてはちょっと私の

方でお答えしかねる問題だと思っております。

01番{神田守隆君) 学校給食というのは、一部事務組合が行ってま

すから、直接館山市だけでどうだ乙うだというふうに話はいかない面も

あろうかと思うんですが、乙うした運転業務について非常に館山市もい

ろんな運転業務があろうかと思うんです。通学パスの問題もありましょ

うし、あるいは入浴の搬送だとか、給食の搬送の関係もありましょうが、

乙うした運転業務について非常に効率的に集中的な管理を行うという乙

とで、効率化を図るというような乙とも十分考えなきゃいかぬのじゃな

いかなと思うんです。乙れは教育長さんだけの考えでどうだ乙うだとい

うわけにいきませんでしょうが、少なくても例えば通学パスの問題とそ

れから給食の問題なんでいうのは、ともに運転業務というような乙とで

総合的lζ考えた方が効率的な行政ができるのではなかろうかというよう

な乙とも考えられるわけですね。そうした乙とを含めまして検討できな

いものか、そういうととを含めて検討されたらいかがかと思うんですが、

どうですか。

。教育長(福原 修君) いろいろと御助言ありがとうございます。私

も勉強不足でございますが、今後とも乙のような問題につきましでも十

分勉強きしていただきたいととう思っております。

以上であります。

01番(神田守糧君) 終わります。

。議長(流山源次郎君) 以上で 1審議員君の質問を終わります。

次、 3番議員山中金治郎君。御登壇願います。

( 3審議員山申金治郎君登壇)

03番{山中金治郎君} 発言の機会を賜りましでありがとう存じます。

私は、所属いたしております民主クラブを代表いたしまして、さきに

通告いたしてございます館山市総合計画案に対し御質問を申し上げます。

まず、第 1点は、総合計画lζ対する基本的な考え方でありますが、私

は、乙のような計画は政治ピジョンや政治のプログラムではなく、市の

経営のための 1つの経営戦略であると考えます。その本質は、市勢の限
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界tζ見合った次元の目標でなければならないと考えておりますが、基本

栂想第 2章にある、 15年後の館山市像として「活力ある文化福祉都市」

とありますが、あまりにも作文的表現ではないかと考えざるを得ません。

私毛、市民の 1人として 1日も、 1時商事早く当市が乙のような活力

ある文化福祉都市になるよう願っておるものですが、前回の総合計画は

1 0カ年間計画で「明るく豊かな文化福祉都市」であり、市長は 10月

の広報特集で全体計画の 95%が達成されたと言っておられますが、現

在の館山市は明るく豊かな文化都市といわれる状況でありましょうか、

地方行政は抽象的な思弁や理想ではなく、具体の問題を具体的に解決す

る乙とが原則であり、市政lζ夢を持たせる乙とは必要な乙とではありま

すが、あまりに政治ピジョン化し過ぎると見果てぬ夢になるおそれもあ

ります。その反動は総合計画に対する不信を招〈結果となります。実現

性の薄い用語はなるべく避け、真tζ夢を持たせる乙と乙そ大切であろう

かと考えられますが、いかがでありましょうか。

第 2点といたしまして、総合計画とその整合性でありますが、本計画

を見ますと、市がみずから実現手段を持たない施策についても構想され

ており、その事業量は非定量化のものを含めると計画の 50%以上を超

えるのではないかと考えられますが、県や国の機関との予備的折衝や広

域的な関連のものもありますが、関係市町村とどのような調整が行われ

たものかお伺いいたします。

さらに、対内的には、過去に決定された 2回の総合計画がありますが、

4 2年計画ではもちろん市民生活の向上、繁栄は最終目標というよちは

地方行政の一般的な普遍原理であり、以上考えられておりますが、ニュ

アンスとしては産業の振興を超点として 49年計画では様式の違いはあ

りますが、 5点を総合しての「明るい豊かな文化福祉都市j として表現

され、その 5点の申lと産業振興があります。しかるは、今回の案では施

策の体系の一分野として置かれているにしかすぎません。乙れは様式上

かもしれませんが、私の考えでは産業lζ対する肱重が他の行政面と比較

して不整合と考えられますが、長期的展望lζ立つ乙のような計画では好

ましいものではないと考えますが、市長さんはどのようにお考えかお伺

いいたします。
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第 3点の産業関連計画でありますが、私どもは当市の現状を分析して、

当面館山市としては何にもまして産業振興対策が緊急な課題と考えられ

ます。それは人口 1つを例にとって申し上げますが、後で詳しく申し上

げますが、過去の当市の人口は年々減少しております。今回の計画案で

は人口を呂標年度で 6万人と予測いたしておりますが、よほどの社会的

変動がない以上、過去 25年間を単純平均して行った場合、特殊な増加

人員を引きますと 5万 4900人台と推計されます。乙のような現状を

脱却するにはどうしても産業を振興させ、若年齢者の雇用の場を提供し、

人口増加をする以外に方法はないと考えます。仮lζ市がどんな文化的施

設を設けても対象人口が減少しては利用効率は落ち、費用の後年度負担

は次の世代の大きな負担となります。産業の振興は他の行政施策と違い

短期的に完成するものではありません。今乙の機会tζ考えなければ立ち

上がる乙とは不可能となります。園、県の補助事業の併記lと若干の単独

事業の計上ではなく、館山市民足をしっかりとつけた産業対策を願うも

のですが、市長さんのお考えをお伺いいたします。

次、問題点と思われるものについてお伺いいたします。

1番目は、人口の予測でございますが、人口はあらゆる市政の基礎的

要因でありますが、先ほど申し上げましたが、土地利用構想を前提lζ6

万人を予測しておりますが、 42年計画の基準年度である 35年から本

年終了する計画まで 25年間で、今回の国勢調査の速報はよりますと 5

万 60 3 5人で 1608人の減となります。 49年目標で 6万 60 0 0 

で 1万人の不足数値になります。乙ういうような乙とで果たして 6万人

予測は正しい数値と考えられますか。

分析用の統計数字に誤りはないか、また 65年lζ5万 80 0 0人との

予測はどんな根拠によるものか、さらに年齢階層別に見た場合lζ 、 55 

年度の国勢調査では 14歳までが 22. 2 %、 65歳以上が 13. 5 %、

その聞が 64. 3 %でありましたが、今回の案ではどのようになってお

りますか、お伺いいたします。

基礎的要因である人口の予測はあらゆる行政lζ与える影響は大きいの

で、できるだけ実勢に近く予測されなければならないと思っております。

確かな御回答をお願いをいたします。
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次l乙、施策の要旨申lと新しい交通システムの導入の検討とし、計画案

lζ空、海を利用した新しいシステムの導入とされてありますが、私は前

lとヘリポートの設置を提言いたしましたが、本計画をどのようにお考え

かお伺いをいたします。

最後lζ 、財政計画でありますが、長期的には困難であると言っておら

れますが、どんな立派な計画でも財源対策がなければ絵lと書いた餅にす

ぎないので、全国市長会など関係団体に働きかけて恒久的な財源対策の

確立を強く要望いたしたいと思いますが、市長さんのお考えをお伺いい

たします。

以上、質問を終わりますが、御答弁lとよりまして再質問をさせていた

だきます。

{市長半海良一君登壇)

0市長{半海良一君) 山中議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点は、館山市総合計画案についての御質問でございますが、

その小さな第 1点、市勢の限界lζ 見合った次元に政策目標を掲げよとい

う御質問でございますが、御承知のように基本構想は市町村の将来の振

興発展を展望した市町村経営の根幹となる長期的な指針でございます。

乙のため市民各層からのそれぞれの意見等を尊重しながら策定を進め、

昭和 75年を目標年次とした本市の将来のあるべき姿を「活力ある文化

福祉都市j としたものでございます。乙の基本構想tζ基づき基本計画に

おいては昭和 65年度までに実施する施策について基本的事項を定め、

さらに具体的な事業推進にあたっては毎年度行っております 3カ年ロー

リング方式の根幹事業実施計画の中でより現実的にその目標位向けて実

施していくという基本的な構成になっているわけでございます。したが

って、活力ある文化福祉都市を巨指した施策の選択等市政の運営にあた

っては市議会議員の皆さま方を初め市民の深い御理解と積極的な参加、

協力を得るとともに、その実現に向けて全力を傾注してまいりたいと考

えております。

次lζ 、小さな第 2点、前計画との整合性をどう考えるかという乙とで

ございますが、まず市がみずから実現手段を持たない施策についても構

想されているという御指摘についてでございますが、乙の総合計画は長
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期展望'1:基づく市経営の根幹をなすものでありまして、市の諸計画の基

礎となるものでございます。したがって、市が行う事業とともに園、県、

民聞が行う事業lとついてもその関連において整合性を確保しようとする

ものでございます。また、本計画は県等にも送付されるものであり、と

りわけ道路、交通体系の整備や地域振興の方向等を市の意思として示す

必要があるわけでございます。

関連市町村との関連はっきましては、安房郡市広域市町村国事務組合

によって、新広域圏事業lζ関する計画の申で調整され、その整合性が図

られていると乙ろでございます。

次lと、産業の振興について前計画との整合性でございますが、提案説

明の中でも申し上げましたように、将来像の実現を図るための基本的な

課題として産業振興を伴う地域の振興を第ーに設定していると乙ろでご

ざいます。また、議案第 54:号基本構想の第 2章、館山市の将来像の申

で活力ある文化福祉都市実現のサブテーマとして他の行政分野とともに

「創造力と活力に満ちた産業都市を目指して、知恵と意欲を生かす地場

産業の振興と産業の連環で躍動の地域づくり」として取り上げ、乙れlζ

基づき施策の大綱としておるわけでございます。

次に、小きな第 3点、市政の総合的分析から当面は経済産業の振興を

最重要目標とせよという御質問でございますが、言うまでもなく活力あ

る経済活動なくしては住みよい豊かな市民生活はないわけでございます。

したがいまして、東京湾横断道路時代に向けて地理的、腰史的、自然的、

資源的諸条件の申で、地域産業お乙しを最優先の課題としてまいりたい

と考えているわけでございます。具体的lとは議案第 54:号基本構想の 2

93-第 4節の申で地域の特色を生かした農林水産業の掻興、地域lと根ぎ

した商工業の振興、地域の産業を生かした観光の振興を図り、創造力と

活力tζ満ちた産業都市を目ざすものとしたわけでございます。

次に、大きな第 2点、各問題についてでございますが、その中で人口

予測についてでございますが、本市人口の現況は、年齢構成別lζ見ます

と65歳以上の高齢者人口比率が高〈、乙のため死亡率は今後高くなる

乙とが予想され、また若者の数が少ないため出生率は今後低くなる乙と

が予想されます。乙のため人口の自然動態による増加数は今後少なくな
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る乙とが予想され、逆に死亡率が出生率を上回る乙とも考えられます。

乙のような状況のもとに本市の人口は、現祝から判断する限りでは横

ばいもしくは減少に向かうと見るのが適当とも考えられますが、しかし

市町村の人口はわずかの状況変化で大きな影響を受ける余地ももってい

るわけでございます。来年度着工が予定される東京湾横断道路、県で進

めております上総新研究開発都市構想を初めとする千葉新産業三角構想

の推進等乙れらを踏まえ本市も地域の振興を将来偉実現の大きな課題と

して総合的なレクリェーションゾーンを目指す方向づけをしたと乙ろで

あり、乙れらを含めた積極的な総合行政を推進する乙とにより昭和 65 

年度に 5万 80 0 0人、昭和 75年度に 6万人となる乙とを期待したも

のでございます。

6万人の年齢階層別構成については、零歳から 14歳の年少人口は 2

O. 5 %、 15歳から 64歳の生産年齢人口を 57. 3 %、 65歳以上

の老年人口 22. 2 %を予測しているわけでございます。乙の計画にお

いて目標人口を目指し、地域の振興を図ってまいりますが、今後の市政

運営にあたりましては社会経済情勢の変化促十分に配意じ、必要に応じ

て弾力的な対応を図ってまいりたいと考えております。

次lζ 、空、海を利用した新しい交通体系の確立につきましては、地域

と時代の要請を見極めながらヘリポートを含め検討してまいりたいと考

えております。

次lζ 、財政計画でございますが、私は、かねてより社会経済情勢の変

化に即応した地域の進展を図るためには財政の健全性とその対応力を確

保する乙とにあると考えております。乙のような観点から地方財政対策

と財源の充実強化はっきましては、全国市長会を遇じ強く国iζ要望して

きたと乙ろでございますが、地方財政を取り巻く現況はま乙とに厳しく

予断を許さない状況はございます。

したがいまして、今後とも園、地方を通ずる税制の基本的な見直しに

よる地方税源の拡充を初めとする自主財源の強化、地方交付税制度の充

実、地方債制度の改善、さらには社会保障関係費を初めとする補助事の

復元など、財政運営の円滑化と財源の確保につきまして従来から全国市

長会を通じ強〈要望してきたと乙ろでございますが、今後とも乙の努力
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を続けてまいる所存でございます。

答弁を終わります。

03番{山中金治郎君) 非常lζ 難しい問題でございますので、重複す

るような質問になろうかと思いますが、 2、 3再質問させていただきま

す。

まず、 1点目は、大きな第 1点の方ですが、乙れは表現の仕方や方法

ですからいろいろな文字や表現ありますし、どれが間違いだということ

ではありませんが、ただ私は館山市の現況を見てみまして、 15年後の

あるべき姿が、活力ある文化都市のスローガンを満たすような予測が果

たしてできるかどうかという乙とが実は心配なわけでございます。

4 9年計画の執行も本年で終わるわけですが、現在の館山市が明るく

豊かな文化都市でとらえる乙とができるような状祝であるのかというこ

と。文化福祉都市という形容は一般的lとよく使われておりますが、館山

市の場合はその段階l乙至るまでに大きな基礎的な施策が当面最も必要で

あろうかと思います。ですから、最も必要であり、それが総合的に計画

され、執行きれなければならないと考えておるわけですが、そのために

1 0年とか 15年が必要だろうと思います。

乙れ以上申しませんが、 1つだけお伺いしますが、前回の計画も終わ

りまして、その目標であった明るく豊かな館山市として、よその人が今

の館山市を見まして果たしてそのような状況に見られるのかどうか、執

行部としての、その点についてだけお伺いいたしたいと思います。

。市長公室長(斎藤武男君) 館山市の将来像の関係で、明るく豊かな

文化福祉都市の関係でございますけれども、先ほども市長の方からお話

がございましたように 49年の 9月の時点で館山市の総合計画を一応策

定したわけでございますが、その申の指標でございますが、人口生活部

門、それから各部門にわたりましてそれぞれ目標の設定をしていると乙

ろでございますけれども、それらの関係につきましては 95%の達成を

見ておるわけでございます。

と申しますのは、一応 10年計画という乙とで 49年 9月の時点で 6

0年の目標というものは乙うなんだ、というような目標を掲げまして実

施したわけでございますが、その目標はっきましておおむね達成をして
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いるという、総合計画の申のいわゆる指数でございます。

それから、明るく豊かな文化福祉都市の関係でございますけれども、

乙れは館山市の将来像という乙とで当時設定したわけでございます。今

回は活力ある文化福祉都市という乙とでございますが、ある意味では

「豊かな」とそれから「活力ある Jという乙とは同意義といいますか、

豊かという乙とは形容詞、表現と申しますか、地域の振興lζ結びっくわ

けでございますけれども、そういうような乙とで今回はいわゆる動と申

しますか、活性化と申しますか、そうした積極的な姿勢を打ち出してい

きたいという乙とで、乙の将来像につきましでも「明るく豊かな Jより

も「活力ある」文化福祉都市にしていきたいというような前向きの姿勢

でこの将来像を設定しているわけでございます。

以上でございます。

03番(山中金治郎君} 次の、 2、 3点にからんで再質問いたします

が、整合性についての対内、外の関係でありますけれども、私は、市の

責任範囲だけの計画をしろという乙とを言っているわけではありません。

総合計画が対内、外iζ整合性を持ち、実現可能性の多い色のでなくては

ならないという乙とを言っているわけですが、一例を申し上げますと、

前回の計画では複線化の乙とについて「今後内、外房掠の複線化につい

て沿線市町村と積極的に実現に努める j としてありますが、今回の場合

は「内房線複線化を継続的に促進する Jという乙とになっております。

乙れは県の方に出して県でただ乙れを受け取っておくという乙とだけで

は実現ができないわけです。ですから、乙ういう ζ とはただ市だけの構

想ではだめじゃないかという考え方もあるわけです。

それから、サブテーマといたしまして、 「創造力と活力lζ満ちた産業

部市を目ぎして」とありますが、私どもは乙の産業都市が目標という乙

とではなくて、市民の生活向上という乙とのために乙乙しばらくは館山

市は産業基盤の整備や投資を必要とするんだという乙とをお願いをいた

しておるわけでございます。そ乙で、産業をほかの分野と同じレベル lζ

今度の計画はおいてありますが、私は産業投資の上にほかのいろんな分

野が構築されていくんだと考えておりますが、その点についてお考えを

お聞かせ願いたいと思います。
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0市長公室長(斎讃武男君} まず、複線化の関係でございますけれど

も、今回の計画の中では内房線の複線化という乙とで、館山市の総合計

画だけではなくて安房郡市町村挙げまして乙れを要望していくわけでご

ざいます。それで、県のふるさと新 5カ年計画にも乙の内房線の複線化

につきましては計上をしていただいていると乙ろでございます。

それから、 2点目の産業の振興の関係でございますが、市民生活を高

めるための福祉対策、あるいは生活文化を豊かにするための問題、ある

いは地域の振興を図る問題、それぞれ重要であるわけでございます。し

かしながら、ただいまお話のように地域の活性を図る乙とは産業の振興

なくしてはできないわけでございます。したがいまして、本計画におき

ましては行政サイドでできるもの、あるいは民間生産団体でできるもの、

上げまして乙れらの問題を、地域の活性化を図ってまい・りたいというこ

とで乙の計画の中には計上しであるわけでございます。

03番{山中金治郎君) 乙れは将来の計画でございますので、具体的

な答弁を求めるのは無理かと思いますが、 1っ産業ほからんで要望申し

上げますが、私がーーたしか 4年前だったと思いますが、観光資源の開

発という乙とで、夏の反省会のときに各団体のリーダーの人や市当局も

御出席あったときに発言させてもらった乙となんですが、館山市は非常

lζ海岸線が長い、館山湾が非常に広〈て海が静か、ですから本当の館山

の静かな海を利用して大きな観光資源つくったらどうかという乙とで私

申し上げた乙とがございます。そのときに資桝もつくって皆きん方に御

説明した乙とがあります。ぞれがいいというわけじゃありませんけれど

も、そのようなよそにないすぼらしい観光資源を館山につくったらどう

か、しかし館山としては財源があまりないようなので館山の財政に見合

った乙とで乙の程度の乙とは国や県lζ力を貸してもらえばできるんじゃ

ないかという乙とで私はそのとき申し上げたつもりでございます。

ぞれが館山湾の真ん中から地上 10 0 mの大きな噴水を上げてみたら

どうか、しかも電気刺がかかるので 1日という乙とは大変なので、夜暗

くなってから 30分か 1時間でもいいから、 10 0 m上空lζ虹をつくっ

たらどうかという乙とで話した乙とがございます。そのときに、当時の

駅長さんはーーもう千葉に帰りましたけれども、今の前の前の駅長きん
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のときでしたが、その乙とを話したと乙ろが、館山海の上空 10 0 mの

と乙ろに夜の虹ができるような、館山の夜景がすばらしいというような

ことをもし市が積極的に取り組んでもらえるんであれば、国鉄としても

赤字で因っているけれども一応早速複線化の検討に入りたいというよう

な乙とを発言した乙とを私覚えております。

乙の問、県の企画課長と会う機会がございまして、ちょっとその辺の

ことを 15分ばかり話し合った乙とがございます。そうすると、それは

やはり前向きの施策を市の方で検討してもらえればなあという乙とも県

の企画課長申しておりましたので、私はせっかく乙れから長期構想つく

って、基本計画をつくっていくわけでございますので、そのような大し

て金がかからなくて大勢の不特定多数の人を館山へ引きつけるようなも

のがもしできるんであれば私はやるべきだという考えを持っているわけ

でございます。

そのような大勢の人を引きつける、人口をふやすような施策ができれ

ば道路にしても鉄道にしても解決する乙とがはっきちしておりますので、

そのような乙とができたら計画の中に取り込んでいただきたいという乙

とを御要望申し上げます。

次lζ 、人口の予測でございますが、乙れは非常に難しいと思います。

前の 42年、 49年の 2回の計画でもその日擦が達成されておらないと

いうのが現実でありますので、非常に難しいと思いますが、行政のいろ

んな投資額の基礎が人口になりますので、ですから人口の予測というの

は非常に難しいけれども、乙れが一番基礎となるわけでございますので、

重ねてお伺いいたしますけれども、 15年度ですか、 15年後の目標が

6万人を達成したいという乙とのようでございますけれども、その辺が

だいじようぷかどうか再度御質問申し上げます。

0市長公室長(斎藤武男君) お答え申し上げます。

人口のフレームにつきましては、確かに御指摘のとおりでございまし

て、各行政施策実行の指標になるものでございますから、乙の計画にあ

たりましてはそれぞれ慎重に検討して先ほど申し上げましたような数字

をお願いしたわけでございますが、将来人口を予測する方法につきまし

てはいろんな方法がございまして、その方法によりましてはいろいろ違
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うわけでございますけれども、基本的には目接指数となる人口について

は現在よりも積極的に増加をしていきたいという前向きな姿勢でいろい

ろ検討さしていただいたわけでございます。

いわゆる道路交通体系の整備でありますとか、東京湾横断道路のイン

パクトの問題でありますとか、上総新研究都市構想の影響でありますと

か、あるいは現在市の計画lと盛られておりますと乙ろの海洋性リゾート

タウンでありますとか、スポーツレクリェーション云々というような乙

とで、それらの要素を入れてどうだろうかという乙とでいろいろ検討し

たわけでございますが、いろいろ数字の申で先ほど市長が御説明申し上

げましたようなそう過大な期待もできないような状況の申で 6万という

乙との期待数字を計上きしていただいたわけでございます。

03番(山中金治郎君) 私は、人口の乙とうるさく言うのは、乙れを

見誤ると後の人が負担する後年度の負担が非常に多くなるという乙とが

心寵のあまり乙ういうふうな発言をするわけでございますので、慎重に

それらを計算していただきたいと思います。

次の、最後のヘリポートや財政の乙とにつきましては、前向きに取り

組んでいただくという乙とでございますので、了解いたします。

終わります。

。議長{流山源次郎君) 以上で S審議員君の質問を終わります。

次に、 8番議員日下君敏君。御登壇願います。

( 8番議員目下君敬君登壇}

08番(日下君敏君) 私は、今次定例会に提案されました議案の審議

lζ先立ちまして、通告申し上げました 5点について質問しようとするも

のであります。いずれも当面する館山市政にとって肝要と思われる諸問

題である乙とは申すに及びません。どうか半揮市長には簡明率直なる御

答弁あらん乙とをお願い申し上げまして、以下順次質問に入ります。

質問の第 1点は、来年度すなわち昭和 61年度の予算案についてであ

ります。

来年度予算案は、目下査定申であります乙とは承知しておると乙ろで

ありますが、申し上げるまでもなく乙の予算は乙れを組み上げますと半

海市長にとってその 3期日の任期満了を迎えるという格別な意味合いが
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あります乙とをまず御指摘いたしておくと乙ろでございます。そういう

意味で乙の予算案は 3期 12年間に及ぷ半津市政の総決算というべきで

ありましょう。そ乙で、私は、まず市長はみずからの総括として果たし

てどんな重点施策を来年度予算案の申lと盛り込もうとお考えになってお

られるのかを具体的にかっ詳細にお尋ねいたしたいと思うのであります。

すなわち都市再開発事業並びに乙れに関連する諸事業と来年度予算案、

土地区画整理事業と来年度予算案、文化福祉都市問題、水資源対策なか

んずく未給水地区解消策と来年度予算案等々、市長が乙れ乙そわが目玉

なりとして市民lと十分に誇示できる事業とは何かをその答弁に御期待し、

御答弁を求めるものであります。

次lζ 、目下編成中の乙れら予算案は年を越して来年 1月に市長の査定

を終える予定と聞いております。したがって、現時点ではまだまだ不透

明かっ不確定要素が多分にあろうかと思われますが、現在で概略どの程

度の総額を予算案として見込んでおられるのか。そして、今年度と比按

し何ほどの増減一一プラス、マイナスをお見通しなのかについて御欝明

いただきたいと存じます。

質問の第 2点lと入ちます。第 2の質問は、生活用水の不安を解消する

ための施策についてであります。

第 1点目の質問中、来年度予算案の事業面で具体的に答弁を求めまし

た中で也触れておきましたが、わが館山市にはまだ水道が布設されてい

ない地区があるととは御案内のとおりであります。すなわち館野、九重

地区であります。そ乙で、乙れが解消のために市は乙れまで水資源調査

を進めてまいったはずでありまするが、その結果として今後どとに水源

を求め、ど乙 lζ ダムを建設なさるおつもりなのか、その方針をまず承り

たいのであります。

目下のと乙ろは、館山市は一部都市部は作名ダムから、一部は宮城水

道から、そして一部は三芳水道企業団の増間ダムから、それぞれ給水し

ているわけでありまするが、乙れだけでは水が足りない乙とは論を待つ

までもありません。水源確保は焦眉の急といっても決して過言ではない

のであります。今、市民は新聞報道等を見ながら生活用水lζ不安を感じ

ているのが実態であります。節水を呼びかけている乙とも灰聞いたしま
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す。そ乙で給水制限ないしは節水の現況について率直に御説明いただき

たいのであります。不安があるなら不安があると率直に御説明していた

だければ市民もまたそれに対応して協力するにやぶさかではありますま

い。現実の問題としての説明を求めて第 3の質問に移ります。

質問の第 3点は、生活用水に関連して汐入川、平久里川等の河川の汚

染、館山湾の汚染の根源ともいうべき家庭の雑排水問題と、そしてその

対策としての公共下水道事業についてであります。

今年の夏もそうでありましたが、観光シーズンを迎えようとすると必

ず持ち上がってまいりますのが館山湾の汚染度や大腸菌の問題でありま

す。実際lと北条海岸が往年の面影を失ってしまっている乙とは半津市長

も存知すると乙ろでありましょう。そして、今のと乙ろ乙れが防止の方

法は全くないといっても過言ではありません。根本的解決策としてはけ

だし公共下水道を完備するほかはなく、それによって家庭からの雑排水

が樺化され、河川の樺化も鏡ケ滞の浄化も可能である乙とは御承知のと

おりであります。私は、館山の市政の重要な柱として観光という施策を

今後も残していくとするならば、まず公共下水道事業に第 1 歩を淘~;さな

ければならないと考えるものであります。

今、まさに東京湾横断道路が着工されようとしております。来年度か

ら着工し、工期を短縮してまでも完工しようとする話も漏れ伝わってま

いっております。乙ういうときを待って私ども館山市は東京湾横断道轄

の後背地、ヒンターランドとして生きる道を探り、発展の道を求め衰退

lζ歯止めをかけるべきときだと考えるものであります。そのためには国

の公共下水道事業の計画の中区館山市の計画を組み入れてもらって、一

日も早く下水道の整備をしなければならないと考えるのであります。そ

して、横断道路の完工と歩調をあわせて完婚すべきであろうと存じます

が、市長の前向きな答弁を求めるものであります。

質問の第 4点は、文化福祉都市の発展を目指す館山市への提言であり

ます。それは、文化的な遺産とも言うべき国分寺の再建を乙の際やるお

つもりはないかというととであります。

市長は、さきに市民の要望lと乙たえて館山械を建設し、博物館を新設

いたしました。多数の市民による請願書が当市議会で採択され、川上紀
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一氏が知事の時代に県の協力を仰いで実現されたものでありまして、現

在城山公園が整備されつつあるのと相まって観光の 1つの目玉として、

また市民の憩いの場として着々とその実を上げてきておりますことは私

は率直に評価いたしております。乙の館山城と相まって、乙乙はもう 1

つの文化的事業として国分寺の再建を提案するものであります。

国分寺は 12 0 0余年前、奈良の東大寺が建てられました乙ろに全国

にわたって建てられた寺院でありますが、安房の国では館野地区lと建立

されたわけであります。乙の事実にのっとって国分寺を再建してみたら

果たしていかがなものだろうかと考えるのであります。歴史的な文化遺

産として安房の地、館山の地を乙の目で見直す機会lとなりはしまいか、

かように考えるからであります。歴史を如実に物語る文化施設を 21世

紀lζ 引き継いでいく乙とはわれわれの果たすべき使命の 1っと考えます。

さらに申せば、今、千葉県では上総の国市原市の惣社の地lζ 国分寺跡

が整備されつつあります。また、下総の国市川市の国府台lと乙れまた国

分寺跡の史的価値が検討されつつあります。乙乙 lとわが安房の国の国分

寺跡の再現が加わる乙とになれば千葉 3カ国の国分寺が歴史の申からよ

みがえることになるわけであります。卑近なメリットをみても観光の大

きな目玉ともなろうかと思われます。

乙の件について市長の御所見をお聞かせ願いたいと存じます。

きて、最後の質問に入ります。

1年後の来年の 12月定例会は、市長選挙後の初の定例会という乙と

になります。仮lζ 半津市長が招集なさるとすれば、それは 4選を果たし

た後、初めての議会という乙とになりますので、 1つの節目として考え

る場合、今次定例会は極めて重要な意味を持つ議会であるという乙とが

できるかと寄じます。

そ乙で、乙の際せっかくの機会でございますので、特にあえて所信を

問うものでありまするが、 3期日の任期が満了するにあたって実はもう

1期市長選挙lζ立候補する御意思がおありかどうか、率直lとお尋ねいた

すものであります。現時点での心境を御披渥いただきたいと存じます。

以上で質問を終わりますが、御答弁lとよりまして再質問いたします。

(市長半海良一君登壇)
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。市長(半揮良一君) 日下議員の御質問lとお答えいたします。

第 1点、来年度予算案の重点施策について問うという御質問でござい

ますが、先ほど神田議員lとも御答弁申し上げましたように、現在予算編

成作業を進めていると乙ろでございまして、従来から行ってまいりまし

た生活環境整備、健康福祉の充実、教育文化の振興、産業振興対策を総

合的、計画的lζ推進してまいりたいと考えております。

重点的な施策の方向といたしましては、当面の重要課題であります館

山駅周辺の市街地整備事業を初め国道 127号内房縦貫道路及び都市計

画街路等の道路交通網の整備、大規模地震対策としての防災行政無線の

計画的な設置、河川、海域等の環境静化対策、さらには城山公園、館山

運動公園等の文化的スポーッ、レクリェーション施設の整備等、かねて

からの緊急課題の促進とその実現に向けて最善の努力を傾注してまいり

たいと存じております。

なお、来年度着工が予定されている東京湾横断道路計画あるいは千葉

新産業三角構想等、まさに画期的な大事業が実施されるわけでございま

して、当地方lと及ぼす波及効果、動向といった関係についても関心を払

いながら、 21世紀に向けて地域活性化への重要な年として考えている

わけでございます。

次lと、 61年度予算の総額はっきましては、現在、事事レベルで編成

作業を進めていると乙ろでございまして、確定しておりませんので、御

答弁申し上げる乙とができない乙とははなはだ遺憶に存じます。

次lζ 、第 2点の生活用水の不安を解消するための施策についての御質

問でございますが、館野、九重地域の上水道布設につきましては早期に

実現できるよう薗、水玉、大井地内の地下水を水源といたしまして計画

を進めてまいりました。すでに基本設計はできておりますが、地元区の

同意が得られておりませんので、引き続き折衝をしてまいる所存でござ

います。

現在、計画しております水源が困難な場合には、計画を変更せざるを

得ない状況になろうかと思います。水源確保の方策といたしましては、

経済性等より見ますと、地下水、表流水、他事業体との連携がございま

すが、いずれも困難なときにはダムや海水淡水化が考えられております。
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水需要の現況につきましては、館山市水道区域内では量的不足はござ

いませんが、夏季ピーク時の水圧低下が見られ、また三芳水道区域内で

は御指摘のように異常渇水年や施設能力の点で心配がございます。乙の

ため渇水対策等を実施し対処いたしておりますが、抜本的には新規水源

の開発と施設等の拡充整備が必要であると考えております。

次、第 3点、河川と館山湾浄化のための公共下水道事業についての御

質問でございますが、館山市の公共下水道事業につきましては、昭和 5

6年度からの国の第 5次下水道整備 5カ年計画の申に入っておりますが、

園の財政事情や全体の進捗率から見ますと、現状では乙の中で実施する

乙とは困難と考えられます。

しかしながら、市民生活、環境の面から最も重要な事業でございます

ので、その前段として都市下水路等の整備を進めていると乙ろでござい

ますが、御案内のように公共下水道事業を実施するに際しましては財源

の見通しを立てる乙と、水源の確保をする乙と、受益者の理解と協力を

得る乙と等、極めて重要な問題点がございまして、乙れらを解決しなが

ら実施しなければならないと考えております。

第 4点につきましては、教育長より御答弁を申し上げます。

第 5点lとつきましては、来年度の市長選挙tζ関する御質問でございま

すが、ただいま私の心境といたしましては白紙でとぎいます。

以上、答弁を終わります。

(教育長福原修君登壇)

0教育長(福原 修君} 日下議員の御質問にお答えいたします。

第 4の問題でございます。震史的文化遺産として国分寺の再建等につ

いてという御質問でございます。

歴史的文化遺産として国分寺の再建等についてという乙とでございま

すが、館山市は安房国分寺跡として昭和 32年 12月に史跡指定をいた

しました。その後、市の指定文化財としてのその保存に手を尽くし、ま

た重要遺跡確認のため昭和 51年度から 3カ年にわたり安房国分寺跡調

査会を組織して発掘を行ってまいりました。

調査報告によりますと、国分寺跡であるという乙とを推測される基壇、

布目瓦、三彩陶器の破片等が出土されましたが、国分寺としての全容を
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明らかにする乙とはできませんでした。したがって、今後も研究を進め、

重要文化財としてのその保存lζ現国分寺とともに努力し、継承していく

乙とで現在は再建するという考えはございません。

以上でもって答弁といたします。

0議長(流山源次郎君) 午前の会議は乙れにて休憩とし、午後 1時再

開といたします。

午前 11時 41分休憩

午後 1時 o2分再開

。議長(流山源次郎君) 午後の出席議員数 24名、休憩前に引き続き

会議を開きます。

08番{日下君敏君) 先ほどの市長の御答弁でおおむねの了解はする

と乙ろでございますが、なお 1つ、 2っ具体的にお国きしたいようなと

乙ろもございますので、再質問させていただきたいと思います。

質問の第 1点の、来年度予算の重点施策でございますが、都市整備、

国道 128号等道路網の整備等々について行うという重点施策について

はいま少し具体的に聞く乙とにいたしまして、とりあえず来年度予算の

総額についてまだ確定しておらないという乙とでございますが、現在査

定申でございますから確定しておらないんでございましょうが、おおむ

ね例えば予算編成する上において乙の程度の額でいくんだ、例えば現在

総務部長あたりで査定しておるとすれば、各諜からの概算要求のような

ものが出てるでございましょうから、そういうものを把握すれば大体の

概略の数字がつかめる、その数字と今年度の数字とを比較すれば大体乙

の程度でいくんだというような乙とはあろうかと思うんですが、その程

度の乙ともつかんでないんですか。

。総務部長(川畑喜代志君) 日下議員の御質問lとお答えします。

1 1月の申旬ぐらいまでに各課から予算要求と申しますか、来年度仕

事をするについての要求が出てきたわけですけれども、その額は申し上

げられますが……。額は具体的に申し上げますと、 97億 50 0 0万抵

どの要求が出てまいりました。具体的に予算案が固まりますのは、やは

り来月いわゆる新年の 1月いっぽいぞらいかかるんではないかというふ

うに考えております。
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と申しますのは、国の方の予算案がまとまるのは、政府案まとまりま

すのはやはり今年中という乙とで、それを受けました格好で県の方が大

体の予算が園まってくる、市の仕事といたしましてはやはり国、県の動

向を見てみないと固まりませんから、実情といたしましては来年 1月は

ならないと固まらないという乙とで先ほど市長が御答弁申し上げたと乙

ろでございます。

現在、私のと乙ろで各課から出されてまいりました要求についていろ

いろ内容を見ておるわけですけれども、それを見た限りにおきましては

先ほど申し上げました 91億 5000万ほどの要求出てまいったんです

が、国が現在検討しております高率補助金の削減とか、あるいは住民税

減税等、いろいろ歳入面で不確定要素ございますものですから、乙れく

らいの額になるであろうという乙とは申し上げられませんが、税の状況

あるいは地方交付税の自治省が大蔵省に出した概算要求等見てみますと、

歳入につきましては今年度よりはふえるんではないか、言ってみれば歳

入があって歳出が決まるわけですから、そういう商におきましては昨年

度より、いわゆる 60年度予算よりはふえるんではないかというような

感じを持っております。

以上でございます。

08番{日下君敏君) まだそういう査定申でございましょうから、お

おむねその程度の乙とをお闇きすれば一一一それ以上の乙とは御答弁なら

ないと思いますので……。わかりました。

重点施策としてお聞きいたした申の乙とで、 1、 2いま少し具体的に

お聞きしたいんですが、駅前再開発、東口については現在のと乙ろ A街

区lζ対して B欝査を行っておるわけでございますが、乙の B調査が終了

するのが 61年の 3月末というふうに理解させていただいておりますが、

乙の B調査を進めていく申でどうも当初の考えと大分変化が生じている、

例えば特に地元の意向がそのまま予定どおりやってほしいというグルー

プといやいやまだ乙れは少し時期尚早であるというような乙とになって

きて、現在進めようというのと進めない方がよろしいといいますか、そ

ういう 2つのグループが出てきているというふうに聞いているんですが、

地元の意向は大体どのような乙とになっておるんでしょうか。
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。経済部長{吉岡政雄君) 東口についての御質問でございますが、 6

0年の 6月 5日から B調査始まりまして、現在までに訪問ですとか、全

体会議ですとか、グループ別ですとか、約 10回ぐらいの会合を持って

おるわけでございます。

ただいま御指摘のとおり、いろいろと個人別の折衝ですとか、グルー

プ別で分かれましてお話をした中におきまして、ただいま御指摘のすぐ

やってくれ、一日も早くやってくれというグループと、もう少しやはり

検討してほしいというグループと確かに 2つある乙とは事実でございま

す。乙れをど乙で整合しょうかという乙とで現在もまたグループ別討議

もしておると乙ろでございます。

いずれにいたしましでも、あそ乙 lと都市計画街路の 22m道路がござ

いまして、 22mを境といたしまして北側、また南側乙のように大別い

たしますと一応分かれておるというのが現状でございますが、南側の方

の権利者の方々も北の方lと入ってもよろしいという方もおりまして、す

べてが 22mかち南の方が反対というわけでもございませんので、私ど

もといたしましではあの街区すべて A街区を 1つのものと考えて進めて

おるわけで、ただ時期的なずれが出るというような場合には 1期なり 2

期なりに分けながら事業は進めていきたい、乙のように考えております。

08番(日下君敏君) そうすると、一応全体としては計画を進めるん

ですけれども、そういう 1期なり 2期なりに分ける可能性があるという

乙とですね。それで、とにかくやろうというグループというか、それは

それで発進しよう、いかぬというと乙ろはとりあえず残しでもというよ

うな意向ですか。

。経済部長(吉岡政雄君) 全体を 1つの考え方で進めますけれども、

現実の着工という乙とになりますと、やはり一日も早くやってほしいと

いうグループともう少し内容を検討さしてほしいというグループの 2つ

があるという乙とは今お話申し上げたとおりでございまして、私どもあ

くまでも A街区は 1つという考え方の申で、できるならば 1期、または

2期というふうに分けながら事業を進めていきたい、乙ういう考えを持

っているという乙とを言わしていただきたいと存じます。

08番(日下君敏君} おおむねその 1期、 2期が決まらない、やはり
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B調査が終了する今年度末あたりという乙とでよろしいんでしょうか、

1つの答えが出るんでしょうか。

0経済部長{吉岡政雄君) 当初は 12月いっぽいでという考え方で進

めてまいったわけでございますが、そのような複雑な問題も出てまいり

ましたので、年度内には何とか方向づけをしていきたい、乙のように考

えております。

08番(日下君敏君) わかりました。

われわれも先月ですか、長野県の岡谷市の駅前再開発事業を視察させ

ていただきまして、あそ乙は大変再開発がうまくいっている例だそうで

ございまして、やはり当初中に入るについて共同はいやだというような

車見もあったようでございますが、現在はなかなかうまくいっておると

いうような御説明でございましたので、そういうものを参考にしながら

ひとつ御検討顕いたいと思います。

それと、もう 1点。西口の区画整理事業でございますが、乙れは現在

どういう段階にいっておるんでございましょうか。

。経済部長(吉岡政雄君) お答えいたします。

西口につきましては、 60年の 2月、 3月と 2ヵ月聞にわたりまして

個別にお話し合いをしたと乙ろでございます。その後会合が持てなかっ

たわけでございますが、 10月でしたか、六の 7の町内会長さんと俊員

の方を交えましてぜひ都市計画決定をするためには一日も早くやはり意

思決定をしていただかないと因るからというお話をしたわけでございま

す。

そのときに、それでは皆さん方が一番要求しているのは一一一「私たち

がど乙に行くかわからない、そのようなわからないものをやるかやらな

いかと言えないじゃないか」、乙ういうような御質問があったわけでご

ざいます。それでできるだけ図面を明かしてほしい、乙ういう御要望が

ございました。しかしながら、区画整理をやる上におきましては少しで

も減歩をしなければならない、そういう乙とで先行投資をしていただい

て、議会lζ お諮りいたしまして土地を買わしていただいているわけでご

ざいますが、そういうわけでもしその方が、 Aという方が一番いい面の

道路に面したと乙ろで、大体乙乙 lときますよという乙とでお示しした場



合、やはり変更する可能性も出てまいります。逆な立場ならばよろしい

んですが、そのような反対の場面も出てくるという乙とを考えながらす

るとそのようなお示しはできない、乙ういう乙とになってまいりまして、

それではもう 1回再度個別訪問をきしてほしいという乙とをお願いいた

しまして、現在来年の 2月いっぽいまでかけての聞にコンサル、また担

当者が個々に回って個別のお話をしておると乙ろでございまして、今の

段階におきましては非常に明るい見通しのお答えはいただいております。

以上です。

08番(日下君敏君) 今、言いますようにまさにその辺が難しいと思

うんですね。結局、町内の方は具体的に家屋移転が伴うのか、減歩率が

どうなるのか、自分の換地先がどうなるのかというのが一番の関心事だ

と思うんです。同時に、今おっしゃいますように、じゃあ乙うだという

乙とで示して、それが今言うようにいい方向!といけばいいんですけれど

も、悪くなると困るんだというような乙ともありましょうが、町内の皆

さんとすればなるべく具体的なものがほしいという乙とでございますの

で、ひとつそういった乙とで図面等々も一一一大変難しいんでしょうけれ

ども、図面等々をお示しながら、いい方向!といっているようでございま

すので、進めていただきたいと思います。

あと 1点、例のため池の問題でお聞きしたいんですが、乙の問題は後

から田沢議員さんが御質問なさるようですが、 1点だけお聞きしておき

たいんですけれども、池の問題が現在訴訟申であります乙とは御案内の

とおりでございますが、乙ゐ計画を進める上で支障はないのかどうか、

乙の 1点だけお聞きいたしたいと思います。

。経済部長{吉岡政雄君) 3月の議会でしたか、やはりそのような御

質問いただいたと思いますが、土地区画整理法 98条、 99条、 104

条でしたか、乙れによりまして一応仮換地という乙とで設定しておけば

事業には差し支えない、乙rう-~-，-多種事答弁しておるわけでございまして、

今も変わっておりません。

08番{日下君敏君} 次に移りたいと思うんですが、未給水地区の九

重、館野でございますが、乙れについて先ほど市長さんの御答弁ではど

うもいまひとつ地元の要望といいますか、強いものがないんだというよ
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うな乙とでございますが、水資源の問題は館山市全体の問題として大変

とりあえず館野、九重地区未給水地

アンケート告をとったという乙とで、

重要な乙とになっておるんですが、

区に対してたしか前回ですか、 その

言

--E一TZ霊
童
重
差
萎
筆
喜
重
喜
幸
三

あとの方が反対

あるいはわからないという乙とになっているんで、いまひとつその計画

が計画どおり進んでいないというふうに聞いたわけでございますが、

乙で、地元の方々の考えというのはどうも私の方は水があるからそうそ

うやらなくてもよろしんですよという乙とと、井戸を帰って自分のとと

ろから汲み上げても乙れがほかの市民の方に流れていってしまうので、

自分の方の利益にならないというような考え方もあるというふうに聞い

ているんですが、地元の現在の考えは大体どういう乙とになっておるん

でございましょうか。

。水道課長(石井敏夫君) ただいまの御質問でございますが、館野、

九重地区の未給水解消というととで計画そのものは前の議会でも説明し

でございますが、地下水を水源として 62年目途に実施しようという乙

とで計画は一応進んでおったわけでございます。

地元lζ対しまして本年の 4月から説明会等に入ったわけでございます。

その説明会のいわゆる空気といたしましてはただいま議員きんがおっし

ゃられましたように、その地域が農業用にしろ、家庭用 Iとしろ、深層の

地下水を使っている井戸がたくさんあるというような乙とで影響力の問

題を一番心鹿きれておるわけでございます。乙の影響力につきましては、

当然水の層が同Cと乙ろから取水するという乙ともございますので、距

離によって乙の影響度合いというものは大分違ってまいりますが、どう

しても自噴井戸を有しておるととろがたくさんございますので、

うものに対しましてはすぐに影響が出る。

乙の計画は当初は水源といたしましてダム等も考えたわけでございま

すが、やはり地下水が一番経済性がある、そして早期lζ実現できるとい

うような乙とで地下水の方に急逮計画をし直したと申しますか、

そ

そうい

7%はよろしいんですが、6 6、アンケートによると、

そのよ

うに進めたわけでございます。

そういうようなととで、地元の区長きん初め区長会長さん、ぞれから

コミュニティ委員会長きん、乙ういう方々はいろいろ話を持ちかけまし
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て、乙の取水についての同意が得られるよう努めてきたわけでございま

すが、なかなか地元で集会をし、説明をいたしますと影響力の問題、地

元lζ対する利益の問題、そういう問題でいまだに同意が得られていない

というのが現状でございます。

今後も、地下水で水源が得られれば最高でございますので、さらに区

長会長さんを初めとし九重地区の区長さんで乙の水問題の促進協議会と

いうものをつくってもらいましたんで、そ乙 lとお願いしでございますの

で、私の方も執行部として今後折衝してまいりたいと考えております。

08番{日下君敏君) それで、そのまま地下水でいくのか、あるいは

地下水を断念してほかの手段にいくのかというのは、いつごろ結論を出

す予定でございますか。

。水道課長(石井敏夫君) ちょっと時期的なものは申し上げられませ

んが、できるだけ地下水にしたいという乙とで今年度末あたりまでには

結論的なものを出してみたい。結論といいましても、ダムにそれが却移

れるかどうかというのは随分難しい問題かと思います。

その内容といたしましては、先ほど市長から申し上げましたように水

源の確保の方法ではたくさんございますが、千葉県におきましでもふる

さと千葉 5カ年計画の申で、南房地域の水資源がどうも乏しいと乙ろだ

というような乙とで、海水淡水化のモデルプラントを外房、内房lζ3カ

所ほど設置したいというような検討を県が 62年度あたりまで検討する

というような乙ともございますので、地下水源がだめな場合にダムか海

水の淡水化かというような乙とは十分検討をしてからでないと即ダムと

いうわけには現段階ではいかないんじゃないかというふうに考えており

ます。

08番(日下君敏君) わかりました。

今もありましたが、南房総はどうも水資源が少し足らないというよう

な乙とで、それに関連しまして、新聞報道等はよりますといろいろなダ

ムその他水源のうちの特に三芳水道がどうも水不足がきついという乙と

を開いておるんですけれども、乙れはダムだけで今後やっていけるのか、

それとも三芳水道について一一三芳水道も当然館山市の市民の方に給水

しておりますが、他の方法をとっていくのか、その辺はどうでしょうか。
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0水道課長(石井敏夫君) 三芳水道の関係につきましては、水源は増

間ダム一本でございます。ダムの容量は御承知のように 52万トンでござ

いますが、今年のように 9月以降の雨量を見ますと、大体平年の 40%

という乙とでございます。したがいまして降雨が相当量あればかなりの

需要にも聞に合うわけでございますが、雨がないいわゆる渇水時期には

一番心配だという 1つの点。

それから、もう 1つは、公称の能力といいますか、施設能力が 54 0 

0トンであるわけです。夏になりますと、日最大が過去の実績では 690

0トンほど出ている、したがってその数値を見てもすでにピーク時には絶

対量が不足しているというような乙とでございます。

その対応としましては、河川からの汲み上げを実施しております。将

来的には今年度あたりから富浦町の福沢地先iζ ダムを築造できないかと

いう乙とで調査に入ったそうでございます。

したがいまして、将来的にはダムが考えられ、現時点では場水等によ

る渇水対策と申しますか、夏季対策と申しますか、そのような乙とで進

まざるを得ないじゃないかというふうに考えます。

08番{日下君敏君) 時間の問題もとぎいますので、乙れ以上は三芳

水道企業聞の問題でしょうから、そちらの方で御討議願うという乙とに

しまして……。

次の、公共下水道問題についてお聞きしたいと思うんですが、御案内

のように公共下水道は大変金がかかる、金だけではございません、その

下水道を行うためには金と水と住民負担が 3要素だというととで、乙の

3つがかみ合わないとだめなんだという乙とは聞いておりますけれども、

先ほどの市長さんの御答弁で、国の第 5次計画には一応組み込んであっ

たんだ、といいますと第 5次が今年度で終わると来年度から第 6次が始

まるという乙とになりますが、やはり乙の計画ほとりあえず組み込んで

いただきませんと計画を実施するについての足がかりもとっかかりもな

くなりますが、乙の第 6次には入れていくんでしょうか。

。経済部長(吉岡政雄君) 今、御指摘の非常にやはりお金がかかると

いう問題で、非常に厳しいんでございますが、第 6次の申にも入れてく

れるようにという乙とを要望はしでございます。
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08番{日下君敏君} ぜひともやはり入れていただいて、河川静化、

館山湾の津化には公共下水道が抜本的な問題としてあるという乙とは論

を待たないと思うんですね。しかし、ただいつも言うんですが、金ばか

りかかるからという乙とと同時に、下水道対策としてひとつ乙のと乙ろ

上ってきておるいわゆる個別処理というような問題もあるわけで、当然

そういう乙とも御研究なさっておると思うんです。公共下水道行うには

今言うように相当周辺の環境整備ということが大変必要だと思うんです

ね。実際問題として水も要る、水も要るという乙とは水源がど乙 lζ確保

して、どれだけのものが必要になるのかという乙ともありましょうから、

そういった環境整備が必要であろうかと思うんですが、そ乙で基礎的デ

ータを集めて実施lζ入っていくということに相なろうと思うんです。

今年度の 6月補正で市が河川等津化現況処理調査という乙とを行いま

したですが、簡単で結構ですが、どうですか今のと乙ろの結果は。

。民生部長{鈴木 力君) 乙れからの市内の河川、あるいは排水路の

水質禄化対策といたしまして、御承知のように市内各地域の現状をまず

とらえまして 1つの集落、あるいはまた水路等の状況が自然的条件、あ

るいはまた社会的条件でどのような位置にあるか総合的な調査と、また

具体的lと乙れから有効な処理方式を選択するための資斜といたしまして

調査を委託したわけでございます。

調査いたしました現在までの現況でございますけれども、まず全市域

を対象とした一般的概況調査といたしまして、地形とかあるいは地質、

主要河川、都市下水路、排水路の位置、あるいはまた延長、集水面積、

人口の分布状況、ぞれに利水あるいは排水状況の調査を今まで完了して

おります。

それから、重点調査対象地域の選定のための調査といたしましては、

流域別に市内の 20河川、ぞれに主要 3つの下水排水路の現況調査、そ

れに流域別の面積、人口、特定施設あるいはまた浄化槽の既設設置基数、

それから家畜頭数、乙ういったものの調査をいたしたわけでございます。

それから、流域別の汚濁負荷料、ぞれに密度でございます。

以上の調査がおおむね完了いたしまして、重点調査対象地域の選定の

解析を現在進めておりますが、やはり汐入川というものが非常に汚染度
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が高い、乙ういう結果でございまして、乙れからまたそれに対応した現

況調査をいたす乙とにいたしております。

08番(日下君敏君) 乙ういうことは大変重要な乙とであると思いま

すので、ひとつ重点的にこれからも進めていただきたいし、来年度の予

算でも積極的に乙ういうものは要求してとっていただきたい、乙う思い

ます。

時間もございませんので、家庭雑排、その他についてお聞きしたいん

ですが、また次の機会にいたす乙とにいたしまして・・・

国分寺の再建はっきましては、一応観光資源の掘り超乙しというよう

な意味で、乙れからもひとつ御研究顕いたいと思います。

最後の、半津市長の 4選の意思につきましては、現在白紙だという乙

とでございますので、また折を見てひとつお聞きいたす。要は、ひとつ

市民の声を率直lζ聞く市政を執行いたします乙とを御要望いたしまして、

私の質問を終わります。

0議長{流山源次郎君) 以上で 8番議員君の質問を終わります。

次、 2番議員田沢勝信君。御登壇を願います。

( 2番議員田沢勝信君登壇)

02番(田沢勝信君) 私は、さきに通告しでございます 4点にわたり

御質問申し上げます。

最初lζ 、第 1点として、三芳水道の当面する諜題についてお尋ねいた

します。

昨年度の三芳水道利用者の断水、あるいは節水という経験は~'"a憧 lζ

生々しく残っているわけですが、今年度もまた自然水の貯水だけで註給

水が賄いきれない事態になっている乙とは御承知のとおりであります。

増間ダム建設認可当時の水の使用量からみても今日の文化水準の向上

lと伴う使用量は約倍近くふえておりますし、さらに認可時の給水人口の

増加も上限近くになっております。加えて、平年を上回る降雨量の低下

という原因があるわけですが、 1回ならともかく、乙う 2年度も続〈ダ

ム貯水量の低下では、自然現象の異常だけを理由民し、その度ごとの渇

水対策だけではもはや済まされない問題であろうかと思います。

将来の給水人口の増加に伴う新水源の開発という発想をいま一歩進め、
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現実に新水源の早期開発が迫られていると判断せぎるを得ないのであり

ますが、三芳水道の水源開発の現状と今後の見通しについてお聞かせ願

いたいと存じます。

また、当面する渇水対策はどのように講じられているのか明らかにし

てほしいと思います。

次位、第 2点目 lと、駅前再開発lζ関して 3点御質問いたします。

第 1は、館山駅西口土地訴訟問題についてであります。

乙の問題は、西口再開発用地として市が買収した沼地の登記抹消請求

の訴訟でありますが、乙の件lζ 関して、市は買収にあたっての手続き上

の問題はなく、法的にいっても正当であるという乙と、乙乙数年の当面

する西口の再開発には影響はない乙とを再三議会で明らかにしているわ

けですが、にもかかわらず買収が専決処分でなされてきた経過、あるい

は訴訟提起者が土地を売った同族ファミリーの会社の社長という点から

も乙の訴訟問題についてのその成り行きについての心配が市民の申にあ

ります。

そ乙で、お伺いいたしますが、乙の訴訟についてその後の経過、ある

いは現時点での争点はどのようなものになっているか明らかにしていた

だきたいと寄じます。

次lと、小さな 2点目は、駅の西口、東口の再開発に伴って、西口、東

口を結ぶ橋上駅構想についてであります。

乙れまでの論議の申で、西口、東口を結ぷ通路については、国鉄との

構上駅の話し合い、あるいは財政負担上の問題からみて、当面構上自由

通路の実現を目指しながらも、橋上駅を利用した東西適時の道も残し、

検討していくんだというようなお話ではなかったかと記憶しております。

いまひとつ明らかにしていただきたいのですが、当面実現しようとして

いる東西を結ぶ構上自由通路と今後の検討の道を残していきたいとした

構上駅化の関係はどのようになりますか。

次lζ 、小さな第 3点として、駅前自転車置き場の確保について、

点lζ関しては昨年 9月の議会で古質問、要望をいたしておりますが、そ

の際市長は現駅前駐輪場利用者の 80%は国鉄利用者である乙とから、

駐輪場設置にあたり国鉄用地の提供について再三申し入れもし、現施設
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が飽和状態はあり、引き続き国鉄用地の提供を強〈要望していくという

乙とだったと思います。さらに、民生部長からは、昭和 55年 11月2

5日lζ制定された自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関

する法律の内容を紹介いただきながら、地方公共団体において駅周辺の

駐車場を整備しようとするときは、国鉄事業者はその事業の調整lζ努め、

当該鉄道用地の譲渡、貸与、その他の措置を講ずる乙とによって当該自

転車駐車場の設置に積極的に協力しなければならない、乙ういう法律も

あるので、その趣旨からも今後国鉄当局に対して用地があるならば要求

していきたいと決意を述べていたわけでございます。その後、国鉄との

話し合いはどのようになっておりますか、お聞かせ願います。

次に、第 3点目として、教育問題の質問に移ります。

小さな 1点目、教育基本法に基づく学校諸国体の自衛隊訪問、あるい

は自衛隊の公式行事への参加について教育長の基本的な所見をお伺いい

たします。

日本国憲法前文を見ますと、 「日本国民は、恒久の平和を念願し、人

間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を

愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ

うと決意した」とし、さらに教育基本法においては、 「われらはさきに

日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と

人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。乙の理想の実現は、根本

において教育の力にまつべきものである」と定めております。

乙乙 lと、私たちは人間相互の関係を支配する崇高な理想の自覚、諸国

民の公正と信義lと信頼して平和と安全と生存を保持する根本的な力を養

う場としての教育に諜せられた責務とその決意を見る乙とができます。

武力、あるいは暴力によって問題の解決などという教育があってはなら

ないはずです。

と乙ろが、最近になって児童、生徒が授業の一環として自衛隊基地を

利用したり、その際ヘリコプターに乗ったり、あるいは教育施設に公然

と艦隊に乗れるといった自衛隊のポスターが張り出されております。自

衛隊については、憲法第 9条から見て違憲、あるいは自衛のための戦争

を放棄したものでないから合憲とする主張もあるわけですが、その主張

-6 1 -



を別にいたしましでも、自衛隊は武力を背景lとして問題解決をするとい

う組婚であるととは自明のととであります。

以上の観点に立って質問するわけですが、教育基本法l乙基づく学校、

諸国体の教育活動としての自衛隊訪問、あるいは自衛隊公式行事への参

加について教育長はどのようにお考えになっているのか、その所見につ

いてお聞かせ願います。

次lと、小きな 2点目として、教職員の過員対策についてお尋ねいたし

ます。

新年度の児童、生徒数の減少という乙とから、教職員の過員という問

題が生じていると伺っております。私どもは現在の教育が抱えている教

育諸問題を解決してい〈上でとりわけ教師の行き届いた教育条件が必要

である乙とから、 4 0入学級の速やかな実施、そして 35入学級の実現

を強く主張してきたわけですが、現在の教職員定数法では児童、生徒の

減少に伴う教職員の過員が必至でありますし、その過員の有効な対策が

とられなければならないと思います。教育委員会にあっては教職員の遍

員対策としてどのような対策が進められているのかお関かせ願います。

小きな 3点目として、小、中学授における用事員、あるいは営繕士の

パート化問題についてであります。

学校lと勤務される用務員さんは、事務職員と同様に教育活動を下から

支える学校現場にとってなくてはならない職員として、学校教育法施行

規則第 49条lζ も定められております。現状から見てもアラームの解除、

セット及び玄関等の戸締まり、公署、銀行等への連絡、破損笛所の修理

を含めた校舎内外の環境整備、職員不在時の電話及び来客への対応、給

食の配膳補助及び後片づけ、物品の管理など、その果たす役割も大きな

ものがあると思うわけです。乙乙 1、 2年来、乙れらの重要な役割を果

たされている用務員さん、あるいは営稽士の方がパート職員化している

傾向が見受けられますが、パート職員化lとしていく理由について、ある

いはパート職員の勤務時間等について現実はどのようになっているのか

御説明顕います。

最後lζ 、第 4点目は、福祉施策の充実について市長の所信をお聞かせ

願います。
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、

高齢化社会の到来を真近lζ控え、今市民の大きな不安の 1つは、みず

からが、そして家族が健康を損い、あるいは体力が著しく低下し、日常

生活において自分の乙とを自分で処理する乙とができないような状態に

なったらどうするかという乙とではないでしょうか。物心両面への負担、

介護者の高齢化による介護力の低下は老人自身の不安要因であるのみな

らず、要介護老人を抱えた場合の家族の不安定要因にもなります。

乙れまで、乙れらの市民の不安に乙たえるべき市の老人福祉施策とし

て特別養護老人ホームの建設、家庭奉仕員の拡充、日常生活用具の給付、

入浴サーピス、寝たきり老人、痴呆性老人の短期入所事業が推進されて

きましたが、乙れらの施策をより充実させるとともに病院と自宅を結ぶ

申間施設の建設が急事ではないかと思います。

高齢者は急性期の措置が終わっても回復が遅く、長期のリハピリテー

ションを必要とします。入院時は行き届いた施設と熟練した OT、PT、

看護婦、医師等の指導と助言、介助を受ける乙とができたが、退院と同

時にそれが不可能になり、人生の晩年の可能性を閉ざされ、寝たきり状

態に陥ってしまう例は決して少なくありません。加えて、病院施設と自

宅との生活環境の大きな落差も回復期の肢体不自由を伴う高齢者にとっ

て大きな障害になっています。自宅での日常生活に適用できるまで自立

しやすく介護を受ける体制が不十分なためと考えられます。

乙れらの日常生活用具給付施策も一ーとれまでの日常生活用具給付施

策を見ましでも障害等級の認定基準等があり、症状の固定まではいかず

緩慢な回復に向かいつつある高齢者患者の自宅での日常生活適用のため

の援助という面からはその活用に大きな制約があります。回復の可能性

を有しつつも自宅での日常生活に適用できず寝たきり状離に追い込まれ

ていくわけです。

乙れまでの施設ケア、在宅ケア lζ加え、寝たきり老人を出きないため

の福祉の充実が関われているわけですが、病院と自宅を結ぶ自立のワハ

ピリの場としての中間施設建設が望まれているわけですが、市長の所見

をお聞かせ願います。

以上、 4点にわたり質問いたしましたが、市長の答弁lとよりまして再

質問をいたしたいと思います。
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{市長半海良一君登壇}

0市長(半揮良一君) 田沢議員の御質問lとお答えをいたします。

第 1点、三芳水道の当面する課題についてでございますが、三芳水道

企業団では新たな水源を求めるため昭和 58年度から富浦町の岡本川支

流である福沢川において流量調査を実施していると乙ろでございます。

昨年の申問調査結果lとよりますと、目標年次の開発必要水量 1日 317

0トンは確保できる見通しが得られましたので、昭和 60年度は予備調査

といたしましてダムサイト候補地及び湛水地域周辺における地質構造調

査を行い、ダムサイト選定などの基礎資制の作成業務を委託いたしまし

た。現段階で申し上げますと、地質地層調査は十分でなく、ダム形式や

規模は未確定でございますが、ダム築造の可能性があるといわれており

ますので、今後さらに調査等を進めてまいりたいと考えております。

渇水対策についてでございますが、棺当量の降雨があるまで引き続い

て河川からの揚水を行うとともに、加入者lζ節水の協力方をお願いして

まいる所存でございます。

次iζ 、第 2点、駅前再開発lζ 関する御質問でございます。

第 1点、土地の訴訟問題でございますが、乙の訴訟は館山市北条字南

浜小松 25 3 2番地、面積 2261m2の土地を市開発公社が東金市の大

和不動産株式会社から買収した乙とにからみ、その 2代前の元所有者で

あった茂原市の東洋興産株式会社から、市開発公社ほか 5名ll:対して所

有権移転登記の抹消手続きを行うようにとの訴えが昭和 59年 5jJ 3 1 

日館山簡易裁判所lと提起きれ、昭和 59年 12月 21日の第 3回口頭弁

論から千葉地方議判所館山支部lζ て審理きれる乙とになり、今までに 8

回公判が聞かれております。

現在、原告東洋興産株式会社と被告株式会社東洋ファミリーほか 3名

との簡の売買契約が本当に締結されたかどうかの事実認定をするための

証人調べをしている段階であり、被告木嶋富士夫氏の証人調べは終了し、

現在原告東洋興産株式会社代表取締役木島秀夫氏の証人調べが継続中で

あり、次回の公判は昭和 61年 1月 17日lζ 開かれる乙とが決定してお

ります。

以上が訴えを提起きれてから現在までの状況でございます。
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次lと、橋上駅lとついてでとぎいますが、館山市総合計画案の中にも記

じでありますように、東西両地区の一体化と利用客の利便性等を図るた

めに現在駅西日地区において進めております土地区画整理事業lとより整

備される広場及び道路の完成時点で橋上駅または自由通路が利用できる

ようにしてまいりたいと考えております。乙の問題につきましては、今

後とも国鉄当局を初め関係当局に働きかけてまいる所存でございます。

次に、駅前自転車置き場の確保についてでございますが、現在も国鉄

用地の提供を引き続き要請していると乙ろでありますが、国鉄当局は休

閑地等の利用計画の申で有料自動車駐車場等、高収益を上げる施策を進

めており、自転車駐輪場はっきましては消極的な傾向でございまして、

実現が難しい状況下にあります。しかしながら、引き続き館山駅長を通

じ、千葉鉄道管理局長あて強く要請してまいる所存でございます。

次lζ 、第 3点、教育問題でございますが、乙れは教育長から答弁を申

し上げます。

次lと、第 4点、福祉施策の充実についてでございますが、高齢化社会

が進展する申で、要介護老人対策として中間施設は重要な役割を果たす

ものと考えておりますが、設置はっきましては現在国において申間施設

に関する懇談会を設置するなどして、制度化について検討中でございま

すので、その結果を待ちまして具体的に検討してまいりたいと考えてお

ります。

以上、答弁を終わります。

(教育長福原 修君登壇}

。教育長(福原 修君) 教育問題につきましてお答えをいたします。

小さな 1の教育基本法lと基づく学校、諸団体の自衛隊訪問あるいlま自

衛隊公式行事への参加についての御質問でございますが、教育の根本理

念はいまさら申し上げるまでもございませんで、個人の尊厳を重んじ、

真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にして、し

かも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及、徹底する乙とにある乙

とは申し上げるまでもございません。そのために、あくまでも教育の目

指すものは、教育の申立性を確保し、偏向教育はあくまでも排除してい

かねばならない、乙のように考えております。したがいまして、学授の
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教育課程、学校のいろいぢな諸行事の計画ゃ、その具体的内容等の編成

にあたりましては、乙れからも十分配慮してまいる次第でございます。

御質問の、学校教育の一環としての公式に自衛隊への訪関や見学につ

きましては、十分細かな配慮をして慎重を期したい、乙のように考えて

おるわけでございます。

小さな 2の教員の過員対策でございますが、館山市における 10月 1

日現在の推計では小学校では 8学級の減少、中学校では逆lζ3学級の増

で、教員数では一応 5人の過員の見通しでございます。乙の解消はっき

ましては小学校から中学校への鹿置替え、勇退者の把握また他市町村と

の広域人事交流lとより個人の希望や校長の意見を十分尊重し、円満lζ無

理なく進めてまいりたい、乙のように考えております。

小さな 3、用務員(営繕士を含む)のパート化の問題についてでござ

います。まず、臨時職員の配置状況でございますが、小学校は 10授の

うち 6校、中学校は 4授のうち 1授、幼稚園は 2園のうち 2圏、合計 1

6カ所l乙9名で、内訳は用務員一一用務員は女性の方でございますが、

7名、営繕手一一一乙ちらは男性でございますけれども、 2名でございま

す。

次に、臨時職員の配置経過でございますが、 57年度 1名、 58年度

に 3名、 59年度lζ3名、 60年度lと2名で、理由といたしましては、

臨時職員で処理できる業務内容であるという考え方でございます。

次lζ 、勤.関係でございますが、勤務日は休日等を除〈毎遇月曜日か

ら金曜日までと土曜日及び休日等のうち学校行事等で勤務を要する日が

年間 23日程度、勤務時間は 8時 30分から 17時まで、賃金は用務員

1日 3600円、営繕手は 1日4100円、通勤手当は 2kll以上 1日 1

o 0円、以上の内容でとぎいます。

以上でもって答弁を終わります。

02番(田沢勝信君) ただいまの市長の答弁で、第 1点目の三芳水道

の課題についてはおおむね了解をいたしました。

先ほどの答弁では、新水源の見通しはついた、量としては確保できる

んだ、今後ダムの建設に伴う調査、そういうようなものを進めていくと

いうお話だったというふうに理解するわけですが、乙の経過等を、私は
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当初計画よりもむしろ積極的に早く進める必要があるんじゃないかとい

うふうに思うわけです。先ほど課長さんからも平時でさえも夏のピーク

時には供給に乙たえられない、そういう現状がある色いう話もございま

したし、ましてやこういう 2年間色続くような降雨量が少ない、そうい

う時期でございますから、私はぜひとも乙のダムの建設を当初の計画よ

り早く進めていただきたい、そういうふうに考えるわけですが、乙乙 tζ

企業長きんである市長さんいらっしゃいますので、市長さんのお考えを

お聞かせ願いたいと思います。

。市長(半海良一君) 御意見のとおりだと考えておりますので、私も

そういうつもりで促進をいたしたいと考えます。

02番{田沢勝信君) 第 1点目については、わかりました。

第 2点目 lと移りますが、乙の訴訟の問題なんですが、ただいまの答弁

lとよりますと、原告の倒の主張の事実の証人調べ、そういう段階だとい

うふうにお伺いをいたしました。乙れ以降市の主張する証人調べ等が始

まると思うんですが、乙乙で 1つお聞かせ願いたいと思うんですが、乙

の訴訟問題については大変市民も関心が高いものがございます。またと

の訴訟の情報といいますか、裁判のわけですから、そんなに外部に流す

ことができないかと思いますけれども、私は市民の心配といいますか、

そういう心配をなくすためにも、市が悪い乙とをしてないんだというん

であれば積極的に裁判が行われた範囲で結構だと思いますが、公表する

べきじゃないかというふうに思うんですが、その点はいかがですか。

。経済部長(吉岡政雄君) 公判継続中でございますので、いろいろの

問題があろうかと思いますので、関係官署とよく協惑をしながら検討し

てまいりたいというように考えます。

02番(田沢勝信君} ぜひ前向きに検討をお願いしたいと思います。

それで、小さな 2点目の橋上駅と乙れまでの自由通路の関係なんです

が、先ほどの答弁ではいま少しはっきりしないんですね。いわゆる自由

通路もっくりますよ、橋上駅もっくりますよ、乙う言っているわけで、

私は乙の関係がどういうふうになるのかという乙とを聞いているんです。

その辺再度お答え顕いたいんですが。

。経済部長{吉岡政雄君} お答えいたします。

-6 7 -



自由通路ですとか橋上駅舎、乙の問題は今から 12年前から始まって

おる乙とでございまして、ちょっと経過を述べますと、昭和 48年の 3

月lと館山駅舎建設期成促進協議会というものができました。それで過去

千葉鉄道管理局ですとか、国鉄館山駅長さんですとか、いろいろと御協

議を申し上げまして、昭和 52年まで数留か橋上駅舎並びlζ連絡通路等

の問題があったわけでございます。その後ちょっと中断いたしまして、

昭和 55年に館山駅東西歩道橋建設促進協議会、こういうものが設置さ

れました。それで 55年の 10月に設立準備会、 12月 1日に設立総会、

いろいろ規約とかありまして、こさえたわけでございます。

そのような状況を踏まえて進んできたわけでございますが、その間館

山市と千葉鉄道管理局との協議事項はどんなものかという乙とになりま

すと、橋上駅舎につきましては 56年の 8月lζ 、また 57年の 8月、 5

8年の 1月、 59年の 4月、 59年の 8月、本年度になりまして過去 3

回ばかり鉄道管理局に行っております。

いずれにいたしましでも、御存じのとおり国鉄財政が大変厳しいんだ、

乙ういう乙とで国鉄自身からはなかなか取り組めないんだけれども、地

元の要望が強く、地元負担でやっていただけるならば橋上駅舎もひとつ

仲間lζ入れて検討を一緒にいたしましょう。また乙の通路でございます

けれども、今、市長御答弁申し上げましたとおり、東西の区画整理事業、

再開発事業が完成いたしました時点に聞に合うように連絡通路なザ、ま

た橋上駅舎も乙さえたいという考えもっておるわけでございますが、し

かしながら通路の方が先にでき、橋上駅舎の方が後という乙とになりま

しでもすぐドッキングしていきたい、そういうわけで橋上駅舎と通路と

はやはり 1つであるというような考え方で進んでいきたい、乙のように

考えております。

02番{田沢勝信君) 私は、橋上駅の問題と自由通路の問題、大変財

政的な問題もからむと思うんです。もう 1つは位置の問題もからんでき

たと思うんです。乙れに一定程度のめどがつかなければ今みたいな話は

できないと思うんですね、私は。市として橋上駅舎の金を全額もっとい

う乙とならば結構ですよ。そういう乙とであれば結構ですよ、そうじゃ

ないわけですから。位置がじゃあ決まってるんですか。橋上駅をど乙 lと
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っくりたい、どういう乙とで国鉄に要望したい、自由通路はど乙 lζ っく

りたい、乙ういう話はないでしょう、実際は。

と乙ろが、私が非常に心配しましたのは、基本計画これは 5年計画で

す。これを見ますと 9ずの中には橋上駅舎の確保が入ってるんです。促

進するじゃないですよ、確保です。乙ういうことを見ますと、私は市の

方が国鉄と橋上駅化問題について財政負担問題を含めて話し合いが進ん

だ、それで今までお話があった自由通路と橋上駅舎を 2つつくって乙れ

をドッキングさせるんだ、そういう見通しがあるんだ、財政を含めてで

すよ、 5年間ですから乙れは、その辺はどういうふうになるんですか。

私は、少なくても当面通路をつくりますよ、住民負担もお願いしますよ、

その後橋上駅をつくる、乙れを市民が負担しなさいーーイ可憶かかります

か、財政上。乙ういう話であってはならないんじゃないかというふうに

思うんですよ。従来の話では、当面は自由通路をつくるんだ、しかし将

来的には橋上駅の道も残しておきたいんだ、そういう乙とだったんです

ね。 5年計画lζ入っておるわけですから、乙れは。どうなるんですか。

0経済部長(吉岡政雄君) 最初から橋上駅舎という乙との建設という

乙とが一番先から叫ばれておる乙とでございまして、橋上駅舎が完全に

できてしまえば自由通路等もその中lζ含まれるわけですから、一般の通

行の方も出られるような処置になろうかと思います。ただ、利用する方

だけが東西lζ行かれるというものであれば、乙れは意味がないんじゃな

いかと思います。私ども今事務的に考えておりますのは、木更津駅がや

はり橋上駅舎であり自由通路となっております。ああいうものがやはり

一番よろしいんじゃないかという考えを持っておりまして、どっちが先

できるかという問題はやはり東西の広場等ができましたときに位置が設

定される、乙のように考えておりまして、事務的サイドではそのような

考え方で進んでおります。

02番(田沢勝信君) わかりました。

木更津の例を出していただきましたので、具体的なイメージが浮かん

だわけで……。

最後に、乙の点lと関してもう 1点だけ質問したいんですが、最近千葉

県の申で幾っか橋上駅舎化ができております。最近の傾向といたしまし
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て、乙の構上駅化の財源負担の問題はどういう傾向にございますか。最

近の新聞見てみますと、 ζ れは 12月 13日ですか、佐倉駅で構上駅が

完成した。財政負担はほとんど地元が 10 0 %じゃないですか。 11億

円の工費の寄付を募った、乙ういう負担があるわけです。市として橋上

駅をあくまで望むということであれば、乙ういうこともあり得るんだ、

負担もあり得るんだ、当面は国鉄で建てていただきたいという乙とであ

るが、乙ういう乙ともあり得るんだという乙とですか。乙の点lζ 関して

最後 1点だけ。

。経済部長(吉岡政雄君) お答えいたします。

先ほどからも申しておりますとおり、国鉄自身としては財源的に厳し

いから地元主導でやってもらえるならばやってほしい、あとの細かい乙

とについては協調しましょう、お手伝いしましようと言ってくださるわ

けでございまして、ど乙で財源をひねり出すかという乙とになりますと、

今御指摘のような方法をとらざるを得ない、乙のように現在では考えて

おります。

02番(田沢勝信君) ただいまの答弁で了解をいたします。

それで、 3点目の駅前の自転車置き場lζ移りますけれども、民生部長、

ちょっとお聞きしたいんですが、国鉄の申lと遊休地がやっぽりあったわ

けですね。私も乙の新聞見て大変びっくりしました。去年の 9月の段階

では国鉄lと要請したときは遊休地がないという乙とですね。遊休地があ

るんですね。しかもそういう申で国鉄は収入が多い駐車場一一1台 80 

o 0円だそうですよ、それを 30台分確保した。あそ乙の駐車場は市の

駅前の駐車場より広いんですね、面積が、大体 80 mくらいあるんじゃ

ないですか。それで 5m幅くらいあるんじゃないですか。広いんです。

遊休地があるんです。乙れはどうなっておるんですか。

それと、もう 1つお聞かせ願いたいのは、昨年 9月法律を私lζ 乙乙で

紹介したんです、民生部長さんは。国鉄は協力しなければいけないんだ、

その法律と国鉄の利益を上げる、どっちが擾先するんですか。私は、市

役所が自転車置き場の用地を協力してくれと要請してあれば、まじめに

してあれば、国鉄は法律に基づいて協力する義務がある、そちらが優先

するというように思うんですね。国鉄はまだ民間じゃないですよ。その
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点いかがですか。

O民生部長{鈴木 力君) 館山駅前の駐輪場につきましては、現在非

常に狭い、また混雑している、乙ういう乙とによりまして、館山駅の駅

構内に空間地等があればぜひひとつ駐輪場にお貸しいただきたい、乙う

いう乙とで今までも何回となく館山駅を通しまして申し入れをしてきた

わけでございまして、昨年も 9月におきまして乙の議会で御質問あった

わけでございますが、その後も再三にわたりまして駅に対しまして要望

してきたわけでございます。

今、お話しございましたように、確かに貨物の引き込み線のございま

したと乙ろにつきましては、有料駐車場を設けまして現在 31台分の用

地をそれに充てておるわけでございまして、乙れはやはり国鉄が現在再

建に乗り出しておりまして、いかに収益を上げるかという乙とに全力を

挙げているという乙とがうかがえるわけでございますが、そういうよう

な乙とでございまして、なかなか構内の有閑地の提供はっきましては難

しさがある、乙のように考えておるわけでございます。

お話のございました 55年に制定されました法律、あるいはまた国の

交通対策本部というものがございまして、そ乙でも自転車駐車対策推進

要領というものができまして、鉄道事業者の協力ということがその要綱

の中にうたわれているわけでございますが、そういう法律、あるいは要

領の趣旨を国鉄当局が理解していただきまして、乙れらの駐輪場の用地

に充てていただければ大変ありがたいわけでございますけれども、現在

lとおきましてはそういう積極的な姿勢というものが見られないというの

が現状でございます。

02番(田沢勝信君) 私は、乙の自転車置き場の国鉄側の協力の得方、

乙れにも問題があるんじゃないかというふうに思っているんです。とい

うのは、多分毎年館山駅の助役さんか、土地の管理は保線区がやります

からそ乙に行かれると思うんですね。乙乙の助役さん、区長さん変わり

ますね。話が通じてないと思うんです、局lζ 。ぜひ乙れは管理局lと要望

していただきたい。先ほどの法的な問題を含めまして要望したいんです。

なぜかと申しますのは、遊休地はあるんです、国鉄の申lと。現にある

んです。乙れからもできるんです。聞けばわかりますが、西校の手前に
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国鉄官舎がありますよ。あれみんな職員に出なさい、遊休地の有効活用

やるんだというようにやられていますよ。土地はあくんです、それで。

要は市が熱意を持って働きかけるのか、国鉄のいわゆる収入を上げるの

が優先していくのか、この問題です。ですから、私は管理区に出向いて

乙の件lζ対しては要望をしていただきたいというふうに思います。

次lと、教育問題lと移ります。

先ほど、教育長さんから、自衛隊に授業中lζ子供さんたちが連れて行

かれる、その問題に対する基本的な見解を聞いたわけですが、どうも後

退いたしましたね、見解が。慎重な配慮ということですね。私は、少な

くても教育関係者の中にあっては武力の問題解決は、そういう教育はし

ないんだ、そういう常識があるんですね。いわゆる学事関係者といいま

すけれども、それから大幅に後退したというふうに言わざるを得ないん

ですよ、乙の問題については。

自衛隊って何ですか。違憲、合憲という判断はあるんですよ。いろい

ろと主張はあるんですよ。あれは武力ですよ、武力。武力で平和を維持

するだとか、攻められないとか、そういうふうになっているわけでしょ

う、そういう組織でしょう。なぜ乙れに授業の一環として子供たちを連

れて行かなければならないのかそ乙がわからないんです、私には。午前

中の体罰の問題で絶対そういうことがあってはいけないと体罰の問題で

は言うわけです。と乙ろが自衛隊になると急にトーンが落ちるんですね。

非常識じゃないですか。

私は、乙の問題については、少なくても授業の一環として自衛隊に連

れて行って、戦闘機を見せたり、護衛艦lと乗つけたり、そういう乙とは

すべきじゃないというふうに言っているんです。その件lζ関しでもう 1

度教育長の答弁をお願いします。

。教育長{福原 修君) 先日、来庁された際の答えとトーンが違うじ

ゃないかというような御質問でございますが、私、実は変わらないつも

りでおるわけでございます。

と言いますのは、自衛障はっきましては、私は、自衛隊法lζ基づいて

つくられた合法的な団体である、乙ぬように考えております。もちろん

自衛隊法の第 1条を見ますと、わが国の平和と独立を守るんだ、そして
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直接侵略、間接侵略からわが国を守るととを主たる任務とする、乙うい

う自衛隊法という法律は国会において通った法律であると私は考えてお

るわけでございまして、合法的な組織であるということは私は前からそ

ういう考え方を持っているわけでございます。

ただし、その成立にあたって、あるいは現在においても合憲か、ある

いは違憲かでいろいろと論議があるという乙とも私は十分承知をいたし

ております。したがいまして、自衛隊に公式訪問をするとか、あるいは

公式に参加する乙とにつきましては十分慎重に配慮していかなければい

けないという乙とは、まだ色々の判断のつかない児童、生徒は、かれら

がもし判断を間違えるような乙とがあるおそれがありますから、十分そ

ういうような行事に参加一一行事に参加するという乙とはあくまでも校

長の判断でございますから、おそらく各校長もそういうような乙とにつ

きましては十分いろいろな例を知っておると思いますし、いろいろな諸

団体からも反対があります。そのような乙とにつきましては十分考慮し

て、間違いのない判断を下すであろうと私は考えておるわけでございま

す。また、そのような指導を私たちはしなければならない、乙う考えて

おります。

以上をもって答弁といたします。

02番(田沢勝信君) 教育長さん、どうも勘違いしているみたいなん

ですが。

私は、自衛隊が憲法 9条をもって違憲か云々かという論議をしている

んじゃないんです。憲法の前文、教育基本法の前文、乙の中で先ほども

読み上げましたけれども、恒久平和の問題、乙れをどうやって維持する

のかという問題ですよ。乙れを根本的な問題を教育で教えるんだ。ぞれ

は何かという乙とになれば、人聞の崇高な理想、自覚、信義、公正、乙

れで維持するんだ、平和を。乙れを教育が教えるんだといっているわけ

です、教育基本法では。厳密なんです、教育基本法は。そういう意味で

私は、憲法の 9条云々という問題じゃなくて、武力の場所lζ子供たちを

連れて行って教育するような乙とがあってはならないんだ、教育基本法

lζ触れるんだ、そういう乙とを言ってるんですよ。その見解を教育長lと

問うているわけですよ。いかがですか。
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。教育長(福原 修君) 戦後の教育は言うまでもなく第 2次世界大戦

という教訓をもとにつくられた教育であるわけでございます。したがい

まして、平和を愛好する国民をつくりあげるんだという乙とはもちろん

当然の乙とでございます。したがいまして、武力を行使するような国民

をつくってはならないんでございます。それだけははっきり申し上げて

おきます。

02番(田沢勝信君) 武力を行使するような教育があってはならない

という乙とで、教育長さん乙の件につきましては慎重にやっていただき

たい、きちんと学校現場の管理者の皆さんは教育基本法前文もう 1度見

ていただいて、自衛隊に行くのがどうなのか、そういうお話をしていた

だきたいと思います。乙れは要望しておきます。

時間がございませんので、次lζ移ります。

先ほど、用務員さんのパートの問題で勤2臨時間のお話がございました

けれども、乙の勤務時間を見てみますと、土曜日が入っておりませんね。

また、夏休みだとか冬休みだとか、乙れも入っておりませんね。乙の辺

の理由といいますか、なぜ土畷日は用務員さんを勤務させないのか、あ

るいは営繕士さんを勤務させないのか、乙の理由はどういうことですか。

0教育長{福原 修君) 特別、理由というほどの乙とはないかと思い

ますが、勤務時間の総数等を考慮して土曜日はないんじゃないかという

ように考えております。

また、先ほど非常に、用務員がいなければ学授の用務に差し支えるん

じゃないかというようなお話だったんでございますけれども、もちろん

用務員はそれだけの存在価値があるわけでございますが、必ずしも用務

員さんがいなくなっちゃうとすべて雑務ができないかといいますと、県

職の事務職員等もおりますし、土曜日の 1日ぐらいはいなくても大きな

学校の行事に差し支える乙とはない、乙のように判断いたしておるわけ

でございます。

以上でございます。

02番(田沢勝信君) 土曜日勤務させないという理由が勤務時間数の

問題、乙れは銭の問題でしょうね。時間数上回れば予算をオーバーする

という関係で土曜日勤務させないという乙とかと思うんですが、乙乙 lと
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実ぱ教職員のアンケートがあるんですね。用務員さんがパートになった

ためにどういう問題点があるのか、今、教育長がさほど問題はないとお

っしゃいましたね、もう少し現状を把握していただきたいと思いますね。

乙れ先生方のアンケートなんですが、用務員さんがパートになった問

題点一一土曜日用務員が管理している物品の補充ができない。次が、土

曜日や給食のない日の昼食等の準備、乙ういう乙とも現実にはあるんで

す、これが困る。夏休み中、日直さんおりますね、先生が来ますね。ど

なたか来客があって 1人ですから、そのとき用務員さんいなくて、それ

でもう一方の方が来客に来られたときに困る、あるいはサークル指導を

している先生が一緒に日直やりますね、生徒が先生呼びlζ来ますと学校

lこ誰もいなくなる、乙ういう状態ですね。

やはり、私は用務員さんは財政のためにパート化したと思うんです。

乙れが実際は勤務条件を下げて、現場ではやはり問題があるんです。そ

ういう乙とだと思うんです、私は。やはり乙の点lζ 関しましてはできる

だけ土曜日も勤務できるように改善をしていただきたいというふうに思

うんです。

それと夏休み、冬休み、今、みんな民間の警備が入ってきますからア

ラームのセット、解除、乙れを先生方がやられているんです、場合によ

っては。非常に朝早く来てやるんです。私は従来用務員さんがやってい

た仕事ではないかというように思うんです。用務員さんの仕事が、無制

限lζ働けというわけじゃないんですよ。少なくても夏休み、冬休み、土

曜日、乙れは現場に合わせてきちんと勤務させるべきだ、そのためには

乙のパート化という問題を払わなきゃだめですね。少なくてもパート化

という乙とになりますといろいろありますけれども、パート化の就業不

足なんて市にありませんよ。最低が臨時職員ですよ。少なくてもその辺

まで引き上げて土曜日も学校現場に支障がないようにしていただきたい

というふうに思います。

それから、時間がございませんので、申間施設の問題なんですが、中

間施設の必要性については市長さんも御理解があるかと思うんですが、

乙の建設にあたって現在、厚生省が申間施設の懇談会をつくって調査を

しているという乙とかと思うんです。
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今年の 8月の 2日lζ懇談会の答申といいますか、報告が出されました。

あれを読みますと、いわゆる申間施設の特殊性といいますか、地域で進

めなさいよ、地域が大事になりますよ、そういう方向になっております

ので、建てるときは制度化を待って建てていただきたいんですが、現実

の調査はすぐにでも始めていただきたいというように要望をしておきた

いと思います。

以上です。

O議長(流山源次郎君) 以上で 2番議員君の質問を終わります。

次lと、 20番議員石井武敏君。御登壇願います。

( 2 0番議員石井武敏君登壇}

020番(石井武敏君) 御質問申し上げます。

私は、次の 4点にわたりまして御質問申し上げたいと思いますが、第

1点は、個人情報が蓄積管理される申でプライパシ一保護条例の制定は

考えられないか、第 2点目としましては、防災計画について防災資機材

貯蔵倉庫の整備、非常食糧、被害者援助体制の整備はどうか、第 3点目

といたしましては、スポーツレクリェーション施設の整備について、市

民運動場、ゲートボール場、学校施設の開放の計画はどうか、 4点目と

しまして、高齢者の福祉対策について事業団の設置及び短期入所事業の

具体的な計画はどうか、というわけで 4点ほど御質問申し上げたいと思

います。

まず、第 1点の、プライパシ一保護の問題でありますが、乙れは最近

コンピューターの飛躍的な発達lとよりまして、データが大量かっ迅速な

処理が可能となりました。その結果、今、行政機関はもとより民間まで

もが個人lζ 関するさまざまなデータを収集蓄積、利用するようにな、って

おります。今や知らぬ間lζ膨大な個人情報が蓄積をされている時代であ

ります。一体、自分lと関するデータがど乙にどれだけ収集蓄積されてい

るのか、それがどんな形で利用されているのか、果たしてきちんと管理

がされているのか、住民にとってプライパシーの侵害に対する不安とい

うのはますます高くなってきている昨今であるというように私は考えま

す。

情報化社会の進展はよりまして、人々の活動領域が広まりまして日常

-76-



生活lと利便さと豊かさをもたらしてくれますが、一方において既存の社

会諸制度が情報化社会の進行に即応しきれない乙とから、種々の問題が

現在顕在化されてきております。中でもプライパシーの保護をめぐる問

題は現在の社会の強い関心を集めております。

プライパシー権の意識も、知られたくない権利から自己lζ関する情報

を自分がコントロールする権利があるというように積極的なものへの転

換が今図られてきております。

また、情報通信網のめざましい発達はよりまして、だれでも必要な情

報が容易に手に入るようになってきております。裏を返せば、知らぬ聞

に本人の情報を収集されて利用されている現状もあります。

乙のように、情報化社会の進展と権利意識の対応とが相まってプライ

パシーの保護についての積極的な対策が早急に必要とされてきておると.

思います。しかし、わが国の法制化の動きは関係機関による研究が進め

られておりますが、いまだにほど遠い感じのものであります。

地方自治体のコンピューターの利用状況を見てみますと、現在自治体

の 97. 1 %、 32 2 5団体がコンピューターで事務の効率化、省力化

を図っております。そして、電算機のオンライン化、データペース化な

ど高度利用lζ踏み切ると乙ろが急増しております。その反面、電算処理

される個人情報のプライパシ一保護対策は非常に遅れております。条例

を制定している団体はわずか 6. 8 %にすぎません。乙れでは個人の情

報が無防備の状態でさらされているのも同然です。プライパシ一保護の

対策を積極的lζ講むないままに行政の都合だけで個人データの蓄積利用

が進んではならないというように私は考えておちます。

乙れらの情報化社会には自分に関する情報は自分が管理するという考

え方が不可欠で.あります。乙の考え方lζ基づきまして自治体が率先して

プライパシーの保護の条例の制定を促進すべきであるというように私は

考えます。

館山市におきましでも、現在大型の電算機によりまして処理されてい

る内容のものは、オンライン処理が住民記録、国保、年金、税、財務等

1 0課 13部門業務であります。それから、パヲチ処理のものが住民記

録、社会福祉、保僅衛生、都市計画、農水産、教育、財務、人事、給与
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等 25諜 390業務であります。オンライン、パッチプログラム本数は

514 0本というようになっております。そして、乙うしたオンライン

とパッチ処理の業務が将来にわたりまして、ますます個人情報の処理数

が増加する傾向にあるのは否定できません。そこで、条例を制定して個

人データの扱い方について万全を期すべきであると私は思います。

条例の制定にあたりましては、個人情報を総合的、体系的に保護する

必要があると思います。特lζ 、私は次の 6点にわたりまして検討するこ

とが重要であるというように考えております。

第 1点は、個人情報の対象につきましてでございますが、乙れは条例

の対象となる個人情報は、個人に関する情報でありまして、個人を識別

できるものであり、コンピューターにインプットされている情報だけで

はなく、マニュアル一一手書きを含めて文書、図画、写真、フィルム等

個人の情報のすべてを対象とする乙と。また、他の地方自治体の現在の

条例は電算機処理に限っておりまして、その慎重な処理の保管などの規

定を内容としておりますが、乙れでは不十分であるというように私は考

えます。保護されるべき個人情報の侵害の可能性の程度の差はあれ、電

子計算処理だけではなくて乙うしたマニュアル処理もあるのでこのよう

な観点からすべてを対象とすべきであるというように私は考えておるも

のであります。ただし、マニュアル処理につきましてはまだ検討すべき

問題があると思いますので、今後の課題であるというように考えます。

第 2点目としましては、乙れは一般的な規制についてでありますが、

法律で定める場合を除きまして、個人の思想、信条等、さらに社会的差

別を生ずるおそれのある個人情報については保管をしない乙とが必要で

あると思います。

第 3点目は、収集の規制についてでありますが、自治体が住民基本台

帳の内容を越える個人情報を集める場合は、あらかじめ当該個人lと個人

情報の収集の法的根拠及び利用の目的などを通知をして、原則として情

報の収集は本人から直接行う乙とが必要であると思います。

第 4点目は、例外利用及び外部提供の規定についてでありますが、自

治体は利用目的の範囲を越えて個人情報を利用するときは、あらかじめ

本人から同意を得る乙と。また、自治体が登録された個人情報の記録を
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当の自治体以外の者に提供するときも本人の同意を得る乙とが必要であ

ると思います。

第 5点目は、市民並びに事業者の義務として、自治体だけではなくて

市民や民間事業者にもプライパシーの保護義務を課して乙れへの指導、

勧告がなされて、これに従わないときは公表する乙とができる等々、万

全を期すべきであるというように考えます。

第 6点目は、閲覧、訂正の請求についてでありますが、プライパシー

は個人情報の保有者に他lζ漏らさないという形で守ってもらうだけでは

不十分でありまして、自分の情報は自分で管理するという考え方に立ち

まして、個人は自己のデータを閲覧し確認する乙とができ、誤りを発見

したときはその訂正あるいは削除を請求することができるということも

含めて大事な乙とであるというように私は考えます。

以上の点を考慮しまして、館山市におきまして一日も早〈乙うしたプ

ライパシ一保護のための条例が制定されるように望むものでありますが、

乙の点に関しまして市長の御所見をお伺いしたいと思います。

次lと、第 2点目の防災計画、第 3点目のスポーツレクリェーションの

施設について、第 4点目の高齢者対策につきましては、乙れらの質問は

いずれも館山市総合基本計画に関する質問であります。すでに、質問の

趣旨については通告しでございますが、その内容に従いまして願次質問

申し上げます。

まず、第 1点の防災計画でありますが、乙の件l乙関しましては基本計

画では次のようになっております。 1、防災意識の高揚、 2、自主防災

組織の活性化、 3、施設の整備、 4、情報連絡体制の確立、 5、食糧の

確保、 6、被害者援助体制の確立というように 6点が施策の柱となって

おりますが、乙の申で施設の整備、食糧の確保、被害者援助体制の確立

についてお尋ねをするものであります。

施設の整備につきましては、防災資機材等の貯蔵倉庫の整備を検討す

るというように明示をされていますが、計画の申で考えられております

防災費機材とまた貯蔵倉庫の市内の配置状況及び資材の種類をお示し願

いたいというように考えます。

また、非常食糧の備蓄等の食糧の確保と被害者援助体制の確立につい
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ても、もう少し具体的に計画を示していただきたいというように考えて

おります。

次に、スポーツレクリェーション施設の整備についてでありますが、

計画の中では次のようになっております。 1、市民運動場の施設拡充を

図るとともに館山運動公園の早期完成を促進する、 2、ゲートボール場

等日常生活の中で手軽に利用できる施設の整備を促進する、 3、学校体

育館、プールなどの学校施設の開放を進める等とあります。

そ乙で、質問でありますが、第 1点は、市民運動場の施設はどのよう

に施設の拡充を図っていとうという計画であるのかお示しを願いたい。

第 2点目は、ゲートボール場の施設の設置計画はどうか。

第 3点目は、学校施設の開放を進めるとありますが、具体的にどのよ

うに開放していく計画なのかを御説明賜りたいというように考えます。

最後に、高齢者対策についてでありますが、乙れは基本計画の申では

次のようになっております。 1、社会参加の促進、 2、在宅福祉対策、

3、老人保健医療対策等が施策の柱になっております。そ乙で、質問で

ありますが、計画の中では高齢者の豊かな経験と能力を活用する高齢者

事業団の設置を検討するというようにあります。かねて私も高齢者事業

団の設置が必要ではないかというように本会議の通告質問で御要望申し

上げた乙とがありますが、今回の計画の中にも必要性を検討するという

ように載ってきておりますので、そ乙で質問いたしますが、乙れほどの

ように設置を検討なさっていくのかまずお尋ねしたいと思います。

次lζ 、計画では、寝たきり老人及び痴呆性老人短期入所事業、入浴サ

ーピス事業、老人居宅整備資金貸付制度、給食サーピス等の充実を図る

とともに、市独自の事業として週末短期入所制度の導入を検討するとい

うようにあります。乙の中で市独自の事業として週末短期入所制度の導

入を検討するというふうにありますので、乙の制度につきましでもう少

し具体的に計画をお聞かせ願いたいというように考えます。

以上、 4点にわたりまして御質問を申し上げます。市長の御答弁によ

りまして再質問を申し上げたいと思います。よろしくお願いします。

。議長(流山源次郎君) 暫時、休憩いたします。

午後 2時 4 3分休憩
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午後 3時 o2分再 開

。議長{流山源次郎君) 休憩前lζ 引き続き会議を聞きます。

(市長半海良一君登壇)

。市長(半揮良一君) 石井武敏議員の御質問にお答えをいたします。

第 1点、個人情報が蓄積される中で、プライパシ一保護条例の制定は

考えられないかという御質開でございますが、本市の電子計算機処理lと

係るデータ保護につきましては端末機取扱職員の指定、端末機操作時の

暗証番号設定、担当業務以外の情報の利用制限、職員の機械操作内容の

記録管理をするほか磁気テープの耐火金庫保管を行うとともに、外部委

託業務については契約条項に機密の保持を設け、デ}タ保護lと努めてお

ります。また、地方公務員法、地方税法、生活保護法等lと職員の守秘義

務が定められております。本市の電子計算業務lζ係るデータ保護の問題

は、現在特lと発生をいたしておりません。

御質問のプライパシー保護条例の制定につきましては、現在考えては

おりませんが、さらに万全を期すため、先ほど申し上げましたような現

行の運用を整備し、データ保護lζ 関する内部規定を策定する予定でござ

います。

第 2点、防災計画について、防災資機材、貯蔵倉庫の整備、非常食糧、

被害者援助体制の整備はどうかという御質問でございますが、防災資機

材倉庫につきましては、市内 10地区に建設していく乙とを検討中でご

ざいます。備える資機材といたしましては、発電機、投光慢、シート等

を予定しております。

食糧の確保につきましては、備蓄方式とランニングストック方式一ー

すなわち、災害時には業者から優先的に買い受けする協定でございます

が一一一乙の 2つがございますが、本市ではランニングストヲク方式で対

応していく計画であり、今後も食糧、医薬品、副食等、各種業者の拡充

を図っていく考えであります。

被災者援助体制の整備につきましては、防災行政無謀の整備とあわせ

市職員の地区担当制度による情報ネットワークを確立し、情報を迅速に

収集する乙とにより、被災地lと対応した援助体制の強化を図る考えでご

ざいます。
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第 3点につきましては、教育長より御答弁を申し上げます。

第 4点、高齢者福祉対策について、事業団の設置及び短期入所事業の

具体的な計画についての御質問でございますが、高齢者事業団はっきま

しては、すでに乙の制度を実施している先進地等を調査しながら、当市

lζ見合った事業団の設置を考えております。

次tζ 、週末短期入所事業でございますが、痴呆性老人や寝たきり老人

を介護する方の負担は大変なものだと考えます。乙の負担の軽減を図る

ため現在実施している短期入所事業をさらに拡大して、週末における短

期入所事業を実施してまいりたいと考えております。

以上、答弁を終わります。

{教育長福原 修君登壇}

0教育長(福原 修君) お答えいたします。

スポーツレクリェーション施設の整備でございますが、市民の健康、

体力づくりに対する意欲はさらに高まりつつあります。スポーッ人口の

増加により市民運動場の利用者は年間 5万 4000人を超えております。

市民運動場の整備でございますけれども、近年軽スポーッの申でもテ

ニス愛好者がふえておりますので、テニスコートの増設を考えておりま

す。また、野球場の外野の場所においても、なお若干凹凸がございます

ので、乙の整備をも考えております。

次lζ 、高齢者のスポーッといわれておりますゲートボール人口は 10 

o 0名と推計されておりますが、市内各地区lとは自主的に設置されたゲ

ートボール場が 50面あり、地域の人々が余暇を楽しんでおります。専

用のゲートボール場ではありませんが、市民運動場及び東市民運動場に

はあわせて 1万 6000m2、約 26面利用できる芝生の多目的グランド

がありますので、ゲートポール等軽スポーッ lとより使いやすいように整

備してまいります。

次lと、学校体育施設の開放でございますが、市内小、中学校のうち 1

1授の体育館、プール、校庭等を地域住民のスポーッの場として休日、

夜間など学授に支障ない範囲内で開放しており、婦人スポーックラブ、

スポーッ少年団等が年間 30 0 0回、延べ 1万人の人々が身近なスポー

ツの場として利用しておりますので、今後もだれでも、ど乙でも気軽lζ
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スポーツレクリヱーション安楽しめる施設の整備を進めてまいりたい、

乙のように考えておるわけでございます。

以上をもって答弁といたします。

020番(石井武敏君) 再質問をきしていただきたいと思っておりま

す。

第 1点目の、プライパシ一保護の問題に関しまして、市長の御答弁は、

現在は事故として発生していない、また条例の制定は考えておらないが、

内部規定を検討していきたいというふうに承りました。

私は、乙の質疑を通しましでもう少し具体的にどのような処理が現在

行われて、どのような保管が行われているかという乙とをもう少し質疑

の申で明らかにして掌握をしてまいりたいと思うので御質問申し上げま

す。

まず、住民はどういうような一世民総背番号制で、何番か自分が知

らないが全部番号が振られておるんじゃないかと思うんですが、乙れは

どういうように一一一人一人個別に掌握されておるんですか、あるいは

世帯別に掌握されているんですか、お聞かせ願いたいというふうに考え

ます。

それから、乙うした情報処理の内容、量的には乙れは今後どんどん増

加をしていくように私は感じるんですが、乙の還の傾向としては増加を

していくと考えられておりますか、御質問します。

O総務部長(川畑喜代志君) 御質問にお答えします。

世帯別あるいは住民別にコードといいますか、ナンバー振られている

かという御質問ですが、まず新たに住民登録する場合には私どもの方で

ナンバーを振らしていただいて整理をさせていただいております。

それから、今後の事務処理と申しますか、乙ういう件数がふえるかと

いう御質問ですが、やはり市の行います事務がふえてまいりますればそ

れに従ってふえてくるというように考えております。

o 2 0番{石井武敏君) それは個人別なんですか、世帯別に掌握なさ

ってナンバ一つけているんですか。

。総務部長(川畑喜代志君) 電子計算機の申にそれぞれ世帯別にだれ

がいて、どういう方が、年齢等が入っているわけですから、世帯別でも
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あるいは個人別でも容易に電子計算機の申から引き出せるということで

ございます。

02 0番(石井武敏君) わかりました。

そうすると、世帯別あるいは個人別に番号が振られていて掌握されて

いるという乙と。そうしますと、市民がどのくらいその人が所得がある

のか、あるいはどういう職種にあるのか、あるいは税金をどのように納

付してるか、あるいは税金を滞納しているかどうか、また医療費をどの

くらいその人が使っているか、あるいは住民票がコンピューターで処理

されるようになるとその人がどこから一体館山に転入しているか等々、

そうしたプライベートな問題が全部処理できるという、総背番号制で何

番かのボタンを押せば全部それが明らかになるという乙とだと思うんで

す。

総務部長のお答えは、事務量がふえていけばふえていくんではないか

という答弁なんですが、私は乙うした事務量というものはどんどんふえ

ていくに違いないというふうに判断しているんですが、その裏づけとな

るものが先般渡されました行政改革説明資料に載っております。

乙の資料lとよりますと、いわゆる現在使っているコンピューターにつ

きまして OA化等事務改革の推進という乙とではっきりうたってありま

して、乙れからどんどんそれを進めてい乙うということが行政改革とあ

わせてどうしても避けられない状況にあるんではないかというように考

えております。

乙れによりますと、高レベルのオペレーションシステムを導入し、オ

ンライン業務の効率化を図る、乙れが 60年から 61年にあたってです

か、それからその次に印鑑登録証明システムのオンライン処理を行う乙

と、昭和 61年ですね、それからパソコン業務の拡充を行う、乙れは 6

0年から 62年にわたってやろう、乙ういう乙とで OA化等の事務改革

を推進してい乙う、それによっていろんな行革も図っていこうという乙

とで、先般いただきました行革の中には乙うした事務処理がふえていく

という乙とが考えられるわけであります。

ですから、現在は住民票は、事務処理が、コンピューター処理が入っ

てないと思いますが、近い将来住民票がコンピューターに入るようにな
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って、そしてど乙から転入してきたか即座はわかる一一一乙れは現在入っ

ているのかもしれませんね。そ乙まですぐ掌握できるのかもしれません。

質問としてはそれは取り上げませんが、乙ういうように増加の一途をた

どっているというように私は考えます。

それでは、非常に大量の個人情報が収集されている現在の行政の申で、

保管と運用がどういうふうになされているかという点はっきまして御質

問申し上げますが、市長答弁では、乙れらを安全を期すために端末操作

取扱員の指定を行っている、あるいは暗証番号制の導入を行っている、

あるいは担当業務以外の一部利用の制限を行っている等々御答弁があり

ました。そ乙で、お尋ねするんですが、端末操作取扱員というのは何人

今指定されておりますか。

。総務部長(川畑喜代志君) 端末取扱員ですが、現在 8課で 88名が

一応指定されております。以上です。

020番(石井武敏君} そうすると、 88名の人たちがいつでもそれ

らを必要に応じて情報を取り出しているという乙とだろうというように

私は考えます。

そ乙で、もう 1点御答弁にありました暗証番号制でございますが、乙

れにつきましてもう少し突っ込んでお尋ねするんですが、乙れは今現在

どういうような制度でどういうように行われておりますか。

。o総務部長 υ11畑喜代志君} 乙の取扱者lζ対しまして、毎日パスワー

ドと申しましてある番号を与えまして、その番号を使わないと機械が操

作できない、こういうシステムをとっております。

020番(石井武敏君) それはだれが使うんですか。例えば住民が使

えるんですか、乙のパスワードというのは。

。総務部長 (JII畑喜代志君) 取扱者lとその番号を付与しまして、その

取扱者はその番号を使わないと機械が操作できないという乙とでござい

ます。

()20番(石井武敏君) そうすると、 88名の人がパスワード、いわ

ゆる暗証番号を持っていて、 88名の人の暗証番号で引き出す乙とがで

きる、 88名の人にはいつでも住民の持っている情報というのを入手で

きるという乙とになるわけですね。 88名の人が暗証番号を持っていて
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それを打ち込めばいつでもほしい情報がすぐにそれが得られるというと

とで解釈していいんですか。

。総務部長(川畑喜代志君) 8 8名と申しましでも、これは各自分の

業務について設定しておるわけですから、確かに可能性と申しますか、

考えようによっては 88名が全資料を引き出せるという乙とも言えます

けれども、実際の扱いにおきましてはやはり機械の操作方法、それぞれ

その業務によっては異なりますので、やはりその担当の業務以外は使え

ない、引き出せないという乙とで私どもは理解しております。

以上です。

020番(石井武敏君) ですから、 88名の人たちは必要に応じて必

要なものを取り出せるということだと私は思いますが、現在まではそう

した個人情報が漏れるという、事故としては発生をしておらないという

答弁がありました。

私は、市役所の方も一生懸命業務をやっておられるんで、事故を想定

するわけでも何でもありません。ただ、安全管理の上から御質問申し上

げているわけでございますので、乙の安全管理から申し上げれば、事故

が発生してないから現況で安全だというように私は考えられないわけで

あります。やはり大事なものを収集して保管してあるんですから、プラ

イパシーを守る取り扱いについて何らかの申し合わせ事項か指導要綱か

何かの規制がなければならないように私は思うんです。

だれもそういう不穏な考えを持っている人がおらないから事故とはな

りません。だけど事故が起乙らなかったから今のままで安全であるとい

うようには解釈できないんではないか。そういうように個人のプライパ

シーに関する情報はだんだんふえつつあるわけでありますので、ですか

らそういう点で現行のやり方では万が一間違えば漏洩するという乙とは

考えられる可能性があると私は思うんです。

例え (1、外部委託やっていますね。市役所の例えば年金処理とかそう

いったものの処理を外部の方に持ち出して任せていませんか、委託して

いませんか、質問します。

O総務部長(JlI畑喜代志君) 国民年金業務につきましては、県の方針

と申しますか、全市町村が同むと乙ろへ委託をしております。そういう
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意味で館山市におきましても一一一具体的に申し上げますと、岩井電子計

算センターというと乙ろにお願いをしてございます。それから、いわゆ

るパンチ一一穴あけの業務につきましては、職員 2人の派遣を三共ソフ

トウェアというと乙ろにお願いしてやっていただいております。

02 0番(石井武敏君) 質問を進めますが、そうすると外部委託をし

ていると乙ろの機密保持のようなものは現在どういうようにして守られ

ておりますか。

。総務部長(川畑喜代志君) 委託契約の申におきまして、機密保持、

秘密保持という条項を設けまして、秘密の厳守を向乙うの方lζ義務づけ

ております。以上です。

020番{石井武敏君) 委託契約の申lζ機密は守らなきゃならないと

いう条項が入れてあるようでございますが、乙れは当然であると思うん

ですね。取り扱う上にそれはおのおのの住民のプライパシーに係る問題、

情報がたくさんあるわけですから、それが漏らしてはならない、漏れて

はならないという範囲のものは当然だと思うんです、そういう義高づけ

るのは。しかし、そういった機密を漏らしてはならないという指導めい

た要綱だけで十分でしょうか、要綱の内容として、今の委託契約の申の

要綱として十分と考えられますか。

。総務部長(JII畑喜代志君} 十分であると私どもは考えております。

020番(石井武敏君} 乙の辺からだんだん私との見解の相違が出て

くるように思うんですが、例えば何かの漏洩とか機密が漏れるというか、

不手際があった場合の措置としてやはりもう少し明確にすべきであると

いうふうに私は思います。いわゆる罰則というとおかしいですが、そう

したものまで含めて一一寸幾密が漏れないようにするために条項の中に機

密を漏らしてはならないという条項だけを含めているだけでは不完全で

はないかというように私は考えるわけであります。

また、現行の取り扱いの申で、先ほどの御答弁にありましたいわゆる

プライパシーの保護条例としては考えられないが、内部規定を検討して

いきたいというように答弁を承ったように思うんですけれども、という

乙とは現在内部規定ができていなかったという乙とになりますか。

。総務部長(川畑喜代志君) いわゆるデータ保護に関する内部規定一
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ーいわゆる規定というものはないわけですけれども、各機器の取り扱い

あるいは先ほど申し上げました取扱員の設置でありますとか、あるいは

キーワード一一一要するに暗証番号設置とか、こういうものにつきまして

は個々の取り扱いの定めがございまして、トータル的な規定がなかった

という意味では市においてはないという乙とが言えましょうけれども、

私どもとしてはそういう取り扱いに関する規定は個々につくってあると

いうことで考えておったわけですけれども、石井議員おっしゃるように

規定というのは必要ではないかということで考えております。

o 2 0番(石井武敏君} だんだんと御答弁の形がはっきりしてきたん

で、もう少しはっきりしたいと思うんですが、そうすると今までデータ

を漏れないように保護するための規定はなかった、しかし機器を取り扱

うための技術的な規定ゃあるいは暗証番号制は今まであったという乙と

でしょうカ〉。

。総務部長{川畑喜代志君) データ保護lζ 関する規定といういわゆる

言葉で一一一言葉と言いますか、名前としてはなかったわけですけれども、

そのデータ保護を目的とした規定はあった、つまり取扱員の設置に関す

る規定と申しますか、定め、あるいは暗証番号を付与するんだというよ

うな定めはあったという乙とですから、あった、ないの話ではなんです

けれども、私どもとすれば統一的な規定はないけれども、データ保護lと

関する規定はあったという乙とで理解はしております。

020番(石井武敏君) そうしますと、今回の御答弁によりますと、

内部規定を検討するというようにありますんで、今までのあったものを

もっと総括的に統ーしたり、あるいは改善したり、もっと効率的なもの

をつくって、内部規定をつくってい乙うという乙となんでしょうか、御

答弁は。

0総務部長(JII畑喜代志君) そのとおりでございます。

。 20番(石井武敏君) ぞうすると、内部規定を乙れからもっと検討

してつくってい乙うということだそうですので、内部規定そのものにつ

いてどのようにおっくりになっていくのかもう少し明らかにしてもらい

たいと思います。

。総務部長(川畑喜代志君) 現在、事務的に検討しておりますものを
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ちょっと申し上げてみますと、まず第 1点目は管理組織という乙とで、

データ保護についての基本的な考えであるとか、あるいは先ほど申し上

げました取扱員の設置等lζ 関する条項を設ける。 2番目といたしまして

は、データそのものの管理という意味で、磁気テープの管理はどうする

かとか、あるいは入出力帳票、乙ういうものについてはどうするか、と

いう乙とを条項で書く。それから 3番目としては、使用書一一寸吏い方を

書いたものですけれども、乙ういうものについての規定を書いておく。

それから 4番目といたしましては、具体的な機器撮作についてどうする

かということを規定していくこと。それから 5番目といたしましては、

電子計算機室あるいはその磁気ファイル等の保安はどういった形でやる

かという乙と。それから 6番目といたしましては、委託の場合の機密保

持についてどういう形でやっていくか。という乙とについて現在のとこ

ろ検討いたしておるわけでございます。

020番(石井武敏君) そうしますと、内部規定をもう 1度乙乙で改

めて考え直して組み立ててやってい乙うというようですが、委託の契約

の中にも機密保持lζ 関する契約の内容は変わってきますか。

。総務部長(川畑喜代志君} 委託契約書の申においてやはり機密保持、

あるいは秘密保持という条項は入れていく乙とになると思いますので、

内部規定上はそういうような規定を契約条項の申に入れるんだというよ

うな形で内部規定が形づけられていくというように考えております。

020番{石井武敏君) そうしますと、今までの外部の委託の契約に

なお一層プライパシーの守られる機密保持の要項lζ塗り替えられるか、

変えられるという乙とで解釈していいわけですね。

。総務部長(川畑喜代志君) 委託会社との関係におきましては、従来

と同様だと思います。ただ、市役所の中におきましてそういうようなデ

ータ保護に関する規定ができた、その申で民間委託業者についてもそう

いうような秘密保持の条項を入れるんだというような規定が明確になっ

た、という乙とだという乙とで理解をお願いしたいと思います。

020番(石井武敏君) 内部規定につきましては、ひとつ今後とも検

討を重ねて万全を期するような内容のものを盛り込んでいっていただき

たいという乙とで、要望でとどめます。
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もう 1点、住民が自分のデータがほしい場合、乙れは頼めば取り出せ

ますか。住民が来て自分のデータがほしければ、頼めばとれますか。

0総務部長(JII畑喜代志君) 私どもで管理しているというか、収集し

ている情報はっきましては、すべて住民の方々から申請のあったもの等

でございますので、例えば住民基本台帳についてでありますれば、そう

いうような申請があればお見せしますし、それから税はっきましでも本

人あるいはその関係者からの申請がございますればそれをお見せすると

いうような形になっております。一般的に住民の方が来られまして、私

lと関する情報はどんなものがありますかという乙とで、そういう形で来

られますとちょっと大変でございますけれども、個々の業務につきまし

ての資料であればそれはお出しできるということでございます。

020番(石井武敏君) プライパシ一保護の問題は非常に大事な問題

であると私は思います。ひとつ慎重に取り扱いをお願いしたいと思いま

すし、今後の}糊の検討を期待するものであります。

なお、委託業務に関しましては、プライパシ一保護義務lと関しでもう

少し強めた契約が必要ではないかというように考えますので、あわせて

御検討願いたいというように御要望して乙の件に対しては質問を終わり

ます。

次lζ 、質問を移りますが、防災資機材につきまして、御答弁lとよりま

すと、防災資機材を納める倉庫は各地区にやるようですが、どういう地

区を選定しておりますか、選定の基準を明らかにしてもらいたいという

ように思います。

それから、職員の地区担当制を決めるという乙とで、乙れも御答弁あ

りましたけれども、乙れもあわせてどういう地区になるのか答弁をいた

だきたいというように思います。

館山市も防災体制が非常に進みまして、飲料水の確保あるいはそれぞ

れ自治体としての果たすべき防災の設備というものが進んできておりま

す。非常に努力をなさったと私も思うんですが、今回計画の申lと防災倉

庫あるいは資機材が載っておりますので、乙の際明らかにしてもらいた

いと思って質問申し上げたんですが、以上の点御質問いたします。

ぞれから、非常食糧の場合、備蓄の方法とランニングストックという
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場合 2つ方式があるという乙とですが、乙のランニシグストックの方式

でいくようですが、乙れは館山市が災害にあった場合に館山市以外の業

者と契約をするという乙とでしょうか、御答弁を賜りたいと思います。

O民生部長(鈴木 力君) 今回、提案いたしました総合計画の案の申

で、防災計画につきまして、まずお尋ねの防災資機材を格納いたします

倉庫につきましては、市内 1カ所lζ集中的tζ保管するよりもむしろ各地

区lζ 分散いたしまして保管する乙とが緊急時より有効にかっ迅速に災害

活動ができる、乙ういう趣旨のもとに各地区の学校単位に考えましてそ

の非難場所に防災備蓄倉庫なるものを建設したらどうか、乙ういう考え

方でございます。

したがいまして、各地区 10地区と申しましたのは、大体地区の小学

校あるいはまた中学ですか、学校の敷地内等を考えておるわけでござい

ます。

それから、各地区に防災の担当職員を置くという乙とでございますが、

現在の地域防災計画の中では、災害対策本部を設けましてそ乙にそれぞ

れの担当役割のあるいわゆる班制度等を置いておるわけでございますが、

やはり実際を考えた場合には各地区に担当職員を何名か置きましてそ乙

での情報を災害対策本部の方へ伝える、例えば被害状況等についてこの

地区については乙ういう被害があるということを速やかに対策本部の方

に連絡してもらう、また各地区での災害対策はっきましでも、それぞれ

有効に活動するにはやはりそれらの担当の職員を酪置した方がよりベタ

ーだと乙ういう考え方のもとに今後は各地区に市の担当職員を配置した

い、乙ういう乙とでございます。

それから、非常食糧の確保等におきましては、今後ほおきましてはラ

ンニングストッ夕方式という乙とでございまして、乙れは災害時lと食料

の卸売業、あるいはまた小売り販売業、乙ういう業者の方から優先的lζ

買い受けるために、やはり今までもお願いをしてきておるととろでござ

いますが、今後におきましては協定をもちましてお約束をしたい、乙の

ように考えておるわけでございます。乙れは米穀だけでなくやはり医薬

品とかあるいはまた日常生活必需品等もあるわけでございますが、それ

ぞれ逐次乙れらは業者との提携を図ってまいりたい、乙のように考えて
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おる次第でございます。

それから、乙の業者はっきましては、できる限り市内業者の方にお願

いをしたい、このように考えております。

020番(石井武敏君) 防災対策につきましては、時間の関係もあり

ますので、ただいまの御答弁で了承いたします。

なお、教育長lとお尋ねしたいんですが、市民運動場の活用につきまし

て、闇くところによりますと、テニスコートを 2面ほどつくれるだけの

土地があるという乙となんですが、乙のコートはっきましてはぜひ建設

をする方向で検討してもらいたいというふうに、乙れは御要望いたしま

す。質問ではございません。

スポーッ施設はっきましては、質問を終わります。
ー~

最後に 1点だけ、事業団の設置につきまして、先進地の視察を行うと

いうように答弁がありました。先進地というのは具体的に今計画があり

ますか、あったらど乙を見るつもりであるというように答えてもらえば

結構ですが、お願いします。

O民生部長(鈴木 力君) 高齢者事業固につきましては、現在、昭和

5 5年度から千葉県の補助事業といたしまして高齢者生きがい就労団体

育成事業というものがございますが、乙の事業を設置運営している市は

現在県内におきまして 4市ございます、乙れはいずれもおおむね人口 1

0万人以上の市でございます。それから労働省が所管しております高年

齢者労働能力活用事業という乙とでいわゆるシルバ一人材センタ一、乙

れを設置運営していると乙ろが県内には 10市ございます。しかしなが

ら乙の人材センターはっきましては規定におきましてはおおむね 8万人

ないし 10万人以上の都市という乙とになっておるわけでございます。

乙れらが県内の実施している市の数でございますけれども、乙の中から

館山市民類似したようなしかも非常に効果的に実施しております市につ

きまして先進地として視察をいたしたい、乙ういう乙とでございます。

02 0番(石井武敏君) 質問を終わります。

。議長(流出源次郎君) 以上で通告者による一般質問を終わります。

散 会午後 3時 40分
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0議長(流山源次郎君} 本日の会議は乙れにて散会といたします。

次会は、 12月 17日午前 10時開会とし、その議事は各議案の審議

といたします。

。本日の会議lζ付した事件

1 行政一般通告質問
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